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開会 午前８時５８分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（髙田豊繁君） ただいまから令和５年第２回与論町議会定例会を開会します。 

これから、本日の会議を開きます。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（髙田豊繁君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

会議録署名議員は、４番林隆壽君、８番野口靖夫君を指名します。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第２ 会期の決定 

○議長（髙田豊繁君） 日程第２、会期決定の件を議題にします。 

お諮りします。本定例会の会期は、本日６月１２日から６月１６日までの５日間

にしたいと思います。 

御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（髙田豊繁君） 異議なしと認めます。 

したがって、会期は、本日から６月１６日までの５日間に決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第３ 諸般の報告 

○議長（髙田豊繁君） 日程第３、諸般の報告を行います。 

報告事項につきましては配付してありますが、その概要につきましては、事務局

長に朗読させます。 

なお、本会議に提出されました請願・陳情につきましては、請願・陳情文書表の

とおり、関係常任委員会で審査をお願いします。 

事務局長。 

○議会事務局長（町 健司郎君） 諸般の報告をいたします。 

町長から令和４年度与論町一般会計繰越明許費繰越計算書、与論辺地総合整備計

画の策定に係る専決処分の報告についての提出があり、また、町監査委員から令和

５年４月分の例月現金出納検査結果報告書が提出されていますが、その写し（出納

検査結果報告書については一部の写し）を配付してありますので、御一読くださ

い。 

なお、閉会中における町外での会議・活動等については、次のとおりです。下の

表を確認ください。 

また、議会だよりについては、３月の定例会の内容を特集した「よろんちょう議
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会だより第１４７号」を全世帯及び関係機関等に配布してありますが、編集作業に

当たった広報委員をはじめ、御協力いただきました関係者の皆様に感謝申し上げま

す。 

以上で報告を終わります。 

○議長（髙田豊繁君） これで諸般の報告を終わります。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第４ 一般質問 

○議長（髙田豊繁君） 日程第４、一般質問を行います。 

順番に発言を許します。 

１番、南有隆君。 

○１番（南 有隆君） よろしくお願いいたします。 

一般質問をする前に、今期をもって勇退される山町長に一言申し上げたいと思い

ます。私は議員になりまして３年です。その間、３年間の付き合いしかございませ

んでしたが、２期８年、与論町のために頑張っていただきありがとうございます。

私が覚えていることは、この一般質問の後に、いろいろ観光の話をした後に、山町

長から「君、おもしろい発想を持っているね。それを持って頑張ってくれ。」とい

う言葉をいただきました。その言葉をずっと覚えておきながら、今まで精進してま

いりました。これからも山町長に御指導、御鞭撻をいただきながら、また議会や行

政とかに頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

それでは、通告書に沿って一般質問をさせていただきます。 

１ コロナ後の経済・観光対策について 

(1) コロナ感染症収束後を見据えた島の経済発展のためには「稼ぐ力」の向

上が必要になると思うが与論町では、どのような取り組みをしていくのか

伺います。 

(2) コロナ感染症が第５類感染症になり、ＧＷから沢山の観光客が来島して

きている。観光を生かし、その魅力を島内の経済活性化にどのように結び

つけていくのか伺います。 

２ ＧＩＧＡスクール構想による教育現場の現状について 

(1) ＧＩＧＡスクール構想が授業に取り入れられてからタブレットやイン

ターネットなどＩＣＴ教育に触れる機会が増えている。その中で問題点や

期待できることなど浮かび上がった課題について伺います。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（髙田豊繁君） 町長。 

○町長（山 元宗君） おはようございます。 
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まず、質問に答える前に、本当に８年間ありがとうございました。議会の皆様、

そして町民の皆様に大変御指導いただきながら、何とか努めてまいりました。そし

て職員の協力を得て、何とか８年間過ごすことができたことを大変嬉しく思ってい

ます。ありがとうございます。これからもまたよろしくお願いしたいと思います。 

それでは、質問にお答えいたします。 

まず最初に、稼ぐ力の向上の取り組みについてです。 

コロナ渦を経て商工観光に係る嗜好や傾向は大きく変化しており、稼ぐ力をつけ

るには、従来のような勘と経験のみに頼るだけではなく、データに基づいた現状把

握と経営戦略が求められています。その一環として観光分野においては、昨年度よ

り宿泊施設のオンラインチェックインシステムを導入し、普及を図っています。こ

れにより、リアルタイムに島全体の来訪者の動向や客層などのデータが収集・分析

でき、他のシステム等と併用することによる来訪者予想等も可能になることから、

効果的なマーケティング戦略や投資ができるようになると考えています。今後は、

地域内での飲食・小売・体験等の消費行動や回遊行動が効率的に把握できるシステ

ム等の導入も検討しながら、効率的なデータ収集とそれに基づく施策が展開できる

体制を検討・整備してまいりたいと考えています。 

また、来訪者のみなさまが満足して島内でより多くの消費をしていただくことも

重要です。各種事業等を活用しながら観光関連施設やサービスの高付加価値化を進

めるとともに、サービスに見合った価格の適正化についても、観光協会や商工会等

と連携しながら推進してまいりたいと考えています。 

また、地域課題の解決や新たな稼ぐ力の原動力となる、創業人材の確保・育成が

重要となってまいります。現在、創業機運の醸成支援や人材育成のためのイノべー

んちゅ講座、商工会による創業支援塾などの施策を関係機関等と連携して実施して

いますが、創業の機運醸成から創業当初の伴走支援までをワンストップで支援する

組織の設立も見据えながら、支援体制の強化について検討を行ってまいります。 

農水産業をめぐっては、人口減少や高齢化の進行に伴う担い手の減少や労働力不

足に加え、燃油・資材価格や配合飼料価格の高騰などさまざまな課題に直面してい

ます。そのような中、これまでも稼ぐ力をつけるための生産基盤の強化に力を入れ

てきており、国や県の事業を活用し、営農ハウス施設整備や農業機械の導入、製氷

施設や輸送コンテナ整備等による基盤強化を実施してきたところです。今後も生産

体制の基盤強化を実施していくとともに、コロナ禍収束後に向けた島の経済発展の

ためには、加工・販売体制の強化が必要と感じています。島内産品の付加価値の向

上を図るとともに、島内産品が地域内外において高付加価値流通することで、地域

経済の循環につながるような仕組みづくりが重要であると考えています。 
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次に、ゴールデンウイーク後の観光客の来島に対して、どのように島の活性化を

図っていくかということです。 

感染症の分類が引き下げられたことにより、旅行ニーズは高まり、本町にも多く

の観光客が訪れ宿泊施設の混雑も発生しています。 

観光は、他産業を含めて地域に大きな経済波及効果をもたらすことが可能な産業

です。来島者数を増やすとともに、観光客の皆様が満足して島内でより多く消費し

ていただいたり、長期間滞在していただくこと等により、観光業だけでなく他産業

や地域住民にも直接的・間接的に経済波及効果を高めていくことが重要です。 

観光のメインコンテンツであるマリンアクティビティだけではなく、新たな魅力

として造成してきた星空観察やトレイル、歴史、文化、産業、島人との交流などを

生かした新たな体験プログラムやガイドツアーの充実を図るとともに、映像等を活

用したＳＮＳ広告の強化、観光協会のツアー販売サイトやホームページの充実、割

引クーポンの発行、マリン事業者等との連携強化等により、新たな体験プログラム

への誘導策を強化してまいります。 

また、観光の大きな魅力の１つは「食」であり、島の食材や島でしか味わえない

地元グルメを体験したいというニーズが高いものの、十分に応えきれていないとい

う現状があります。 

これまでに開発したメニュー活用や原材料の安定供給体制の確立とあわせて、観

光・飲食産業における地産地消の推進や特産品の開発・販売促進に重点的に取り組

むとともに、観光協会のネット販売の充実や島外でも与論島の食が楽しめる協賛店

の拡大等により、旅行後も与論島の魅力を満喫していただける体制を整備してまい

りたいと考えています。 

○議長（髙田豊繁君） 町岡教育長。 

○教育長（町岡光弘君） それでは、ＧＩＧＡスクール構想による教育現場の現状につ

いてお答えいたします。 

国が進めるＧＩＧＡスクール構想に基づき、本町においても各学校のＷｉ－Ｆｉ

環境等を整備し、令和３年度の夏に町内の小・中学生全員に対して、学習用のタブ

レットＰＣを配布したところです。それから約２年が経過した今、児童生徒及び教

員は、個人用のタブレットＰＣを授業内外で積極的に活用しながら、個別最適な学

びや協働的な学びを進めています。また、新型コロナウイルス感染症が拡大した時

期には、自宅待機をする児童生徒のために、その児童生徒の端末と教室の端末とを

オンラインでつないで、遠隔授業を実施した取り組みもありました。このように、

本町のＧＩＧＡスクール構想は、教室での学び方の変革という側面だけでなく、教

室にいない子供たちの学習権の保障という点においても、成果が見られていると感
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じています。 

その一方で、タブレットＰＣの導入当初にはいくつかの懸念もありました。例え

ば、児童生徒を指導する教員がＩＣＴ機器操作に堪能であるかどうかによって、積

極的に端末を活用する学級とそうでない学級が生まれるのではないかといった不安

です。実際、導入年度はそういった学級差が顕著でしたが、業者や教育委員会によ

る研修の機会を設けたり、先生方が校種を越えて操作方法を学び合う場が自主的に

生まれたりしたことにより、現在、学級差はかなり解消されつつあります。 

その他の懸念として、児童生徒がタブレットＰＣを家庭に持ち帰った際、その家

庭にＷｉ－Ｆｉ環境があるかないかによって家庭学習に端末を活用できる子供と、

活用したくてもできない子供が出てくる恐れがあるという問題もありました。教育

委員会は、このことを解決するために、今月、全ての児童生徒のタブレットＰＣ

に、オフライン環境でも使用可能なＡＩドリル教材をインストールする予定です。

そうすることにより、Ｗｉ－Ｆｉ環境の有無にかかわらず、どの児童生徒も、タブ

レットＰＣを活用した個別最適な家庭学習に取り組むことができるようになりま

す。 

このように、教育委員会は、今後もＧＩＧＡスクール構想を力強く推進し、その

教育的成果を明らかにしていく一方で、その道のりで生じる課題を具体的かつ計画

的に対応していきます。情報化社会が一層進展する中、各学校でＩＣＴ機器の活用

が積極的になされることは大変望ましいことであるという前提に立ちつつも、視力

低下や生活リズムの乱れ等の健康面に問題は生じていないか、ＡＩチャットサービ

ス等の新しい技術が児童生徒の生活にどのような影響を及ぼすかなど、これからも

アンテナを高くし、家庭と連携しながら、ＩＣＴ機器が適切に活用されるよう各学

校に指導や助言をしてまいります。 

○議長（髙田豊繁君） １番、南有隆君。 

○１番（南 有隆君） それでは、追って質問させていただきます。それでは、町長に

お伺いしたいと思います。現在の与論町の経済状況というのは、町長の目から見て

どのようにあるのかお伺いします。 

○議長（髙田豊繁君） 町長。 

○町長（山 元宗君） 本町の経済ですが、観光を中心にしながらコロナの影響を受け

て、相当低下しているのではないかなと思っています。肉用牛の生産につきまして

も、相当値段が下がったと聞いています。今後またみんなで協力し合って復活して

いければ、コロナ対策をしながら復活できればと考えています。 

○議長（髙田豊繁君） １番、南有隆君。 

○１番（南 有隆君） ありがとうございます。そうですね、やはり経済というのは一
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番消費者、使う人の懐にいくら入るかということです。そしてそれを使っていかに

循環させるかということが、経済が発展するということだと思っています。鹿児島

県が考える稼ぐ力というのは、定義がございまして、「本県は魅力ある地域資源を

生かした、地域の経済的な価値を高め、県民の所得を向上させる力」と言っていま

す。しかしながら、やはりテレビ・新聞、ネット等のニュースを見ると、本当に景

気のいい話は全くございません。エネルギー高騰によるガソリン高、食品の高騰、

物価高、それに加え人手不足、後継者不足、もう本当にいい話は出てきません。し

かも与論は内地、都会から遅れて悪影響というのは来ます。いい影響もすぐには来

ません、遅れてから来ます。そうなりますと、その間に一体どのように対応すれば

いいのか、そういうことを考えますと、やはり小さい島でいかに外貨を稼いで回す

かということになってきていると思います。その中でもやはりみんな頑張っている

のですが、私が見る限り、いろいろなところ、島中回って見てはいるのですが、や

はり閉店しているお店とか、休業若しくは営業時間が短縮している会社などが増え

てきています。それに加えて電気代とかがステルス増税と言われている、見えない

ところからちょっとずつ税金が上がってきている、そういうようなことがみんなの

生活を圧迫してきています。そのためには、本当に節約だけではどうしてもやって

いけないので、県なり町なりの補助というのがやはり必要となってくると思いま

す。そのためには、町が稼いでそのお金を町民に回すと、そういったことも大事だ

と思ってきています。では、副町長、目が合ったのでお聞きしたいと思います。与

論町において、節約以外にどういったことをしたら稼ぐ力が向上すると考えます

か。 

○議長（髙田豊繁君） 久留副町長。 

○副町長（久留満博君） ありがとうございます。やはり与論を支えている経済のもと

というのは、一次産業であり、また観光産業であることには変わりないと思ってい

ます。昭和４０年半ばぐらいから、与論の観光というのが急激に伸びてきたわけな

のですが、当時の与論の民宿あるいはホテルのトータルをいたしますと、１００軒

少し登録をされています。ホテルが９軒ほど、民宿が９０軒余り。そのときの町内

のキャパ人数を概算で計算いたしますと、３,５００人ぐらいを収容する力があっ

たのではないかと考えています。ところが、昨年のデータで見ますとホテルが３

軒、民宿が２９軒、合計３２軒で、そのキャパ数を計算していきますと、約１,０

００人ぐらいのキャパしか今ないというのが現状です。当時の昭和五十四、五年ぐ

らいに、与論町の観光客は１５万人ほどを超えたということもありますが、そのと

きの経済をざっと計算しますと、４５億円ぐらいあったのではないかと計算をいた

します。宿泊×１５万人を計算しますと、大体４５億円ぐらいで、大半が関西や関
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東からのチャーター便によるツアー客でしたので、最低でも次の便が来るまで、要

するに３泊ぐらいの計算をしてございます。それぞれ計算をしますと大体４５億円

ぐらい。ところが現在のこの人数のキャパ数で計算しますと、そんなに変わらない

と。結局３０年、４０年経っても観光による経済というのは、５０億円ぐらいで推

移しているのではないかと考えています。物価指数から計算をいたしますと、大体

３分の１ぐらいではないかと考えます。私が学生時代に鹿児島にいたときには、船

代が２,９１０円でした。現在１万２０００円ぐらいですので、考えていくとやは

り３倍から４倍で、計算していくと４５億円を３ないし４で割ると、やはり当時か

らすると今は３分の１以下に経済は落ち込んでいるのではないかと考えていますの

で、その辺をもう一度考え直して、与論の観光というのを最大キャパ数はどのぐら

い、あるいは経済の立て直しという面から考えていかないと、現在の数ではどうし

ても太刀打ちできないというのが現状だと思いますので、今後所管課とも検討しな

がらまた進めてまいりたい。なお、農政につきましては、いろいろな手立てを今所

管課の方で、あるいはＪＡさん、あるいは製糖会社さんがされていますが、まだこ

れといった手立てがやはり見つからないというのが、この奄美群島全体のまた一次

産業の施策ではないかなと思っていますので、是非その辺にも力を入れて、経済の

立て直しこそが、やはりこの島に、子供たちに自信を持って帰って来いと言えるよ

うなことになるのではないかと考えますので、よろしくお願いをいたします。 

○議長（髙田豊繁君） １番、南有隆君。 

○１番（南 有隆君） ありがとうございます。私も小学生時代、本当に１５万人の人

が来ているという時代に生まれた人間ですが、そのときの思い出としては、自分で

海に潜って貝を採ってきて、ヤコウガイとかサザエ、あと小さい貝もそうですけ

ど、採ってきて中身は自分で食べて、それを漂白剤で臭いを取って、貝で売ると。

そうすることによって１個１００円とか５０円で売れました。大きな貝はサンダー

で削って盃をつくって、それを１個１万円とか、そういうのをつくっている時代で

す。私もそれを見習って、小さい貝を採ってきてドリルで穴を開け、テグスで輪っ

かをつくってネックレスみたいなものをつくって、それを売っていました。１個５

００円とかで本当に売れました。原材料はタダです。今考えると、それが本当に自

分にある稼ぐ力だったのではないかなと思っています。本当にそこにある資源を

使って、なるべく元手を安く売上げを上げると、そういう考えで子供ながらにやっ

ておりました。その後、自分が儲けたお金を次はどうやって使おうかと、それを今

だったら、お店とかも少ないですし、買うところもないです。そうなるとインター

ネット、ネット販売、通販ですね、そういうのにやはり手を出してしまいます。そ

うするとわざわざ稼いだお金を島外に流出させるというのは、これはいかがなもの
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かと、そういうふうに考えています。実際に鹿児島県も「活力ある産業づくり」と

銘打って、その中で３つの重要ポイントを挙げています。１つが、地域外から稼

ぐ。地域資源を生かし、世界も視野に入れて地域外の外貨を稼ぐと、それを資金に

する。それを持ってきたものを次に、稼いだ資金を循環させる。それも島内で循環

させるということですね。そのためには、まず島内にある会社とか、島内でできる

ことは島内でやると、そういったもので循環させる。そうすることによって地域で

お金の流れ、人の流れができるのではないかと言っています。３つ目が、地域外へ

の資金流出を防ぐ。与論町においては、特殊な工事とかになると島内外から人を呼

ばなくてはいけません。先月、私に長野の友達から電話がかかって来まして、「与

論に工事に行くから、１回ぐらい酒でも付き合ってくれ。」という連絡が来まし

た。実際、長野からわざわざ来ていただいて１週間工事をしていたそうです。聞い

たところによりますと、その工事には長野、千葉、福岡、鹿児島から、そのぐらい

の業者が来てやっています。それを聞いたときに、与論町では高度な工事とか

ちょっと手間のかかる特殊な工事は、やはり呼ばなければいけないのだなと、そう

いうふうに考えるようになりました。そうすることによって、外の企業が島に入っ

てくると、やはり流出は止められないのかなとそういうふうに考えています。しか

しながら、やはり出るものはなるべく少しにする、小さくしていくというのが大事

ではないかと思っています。そこで、まず稼ぐ力を上げるには、まず自分たちがど

うやったら稼ぐ力をつけられるのか、そこを考えなければいけないと思います。実

際、与論も空き家だったり、空き店舗があってそこでお店をやっている若い人たち

もいます。そこで稼ぐ力をつけて、自分たちで稼いでいるという現状もあります。

そのためには、やはり島民一人一人が稼ぐ力をつけなければならない、そういう考

えにならなければいけないなと思っています。そのためには、やはり町として町民

一人一人に稼ぐ力はこういうものだよ、稼ぐ力をつけましょうという告知とか指導

が必要だと思っていますが、副町長いかがですか。 

○議長（髙田豊繁君） 久留副町長。 

○副町長（久留満博君） 大変必要なことだと思っています。何回か郷友会の総会の方

に行って申し上げていることは、島から出た子供たちがそれぞれで学んだ知識とか

技術とかを、是非島に持ち帰って島おこしに生かしていただけるような人材を育成

していくのが、今後の我々行政のあり方かなとの考えを申し上げながらお話をさせ

ていただいていますが、これから子供たちがやはり自信を持って帰って来られるよ

うな施策というのを並行してまた進めながら、そういった子供たちへの支援策とい

うのも随時また考えていきながら、将来的に持続可能な島づくりをやはり目指して

いくというのが、行政の一番大切なことではないかとも考えていますので、よろし
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くお願いいたします。 

○議長（髙田豊繁君） １番、南有隆君。 

○１番（南 有隆君） よろしくお願いします。それではそのほかに、地理的条件とい

うのは与論島の場合不利なことが多いです。現在、役場もＤＸ化、デジタル化を進

めているところであると思います。そのためには、そのデジタルと現在の稼ぐ力と

か、そういったものを融合させる必要があるのではないかと思っています。特に、

情報通信関連産業とか、それによるデジタル拠点の確立とか、あと高度デジタル人

材の育成、そういったものも必要になってくると思うのですが、こういったものを

デジタルと稼ぐ力を融合させることも必要だと思っています。本当に今農産物と

か、農薬散布とかでもドローンを使ったりとか、水まきでも太陽光を使って水をま

く、そうすることによって労力もちょっと減って、稼ぐ力もつくのではないかなと

思っています。では、与論町としてデジタルと今後の稼ぐ力の融合というのをどの

ように考えているのか、町長よろしくお願いします。 

○議長（髙田豊繁君） 町長。 

○町長（山 元宗君） ありがとうございます。稼ぐ力というのは、やはり付加価値を

いかに生み出すかということだと思います。その売上高、生産高から必要経費をい

かに安くしていくか、そしていかに儲けを出すかということだろうと思いますの

で、そのときに今言われるようにデジタル化によって人材のその経費を少なくす

る、生産コストを安くしていくということも大変大事だと思いますし、またブラン

ド力をつけていく、与論産というブランド力をつける、あるいはラッピングとかそ

ういう実績をつくっていくということ、あるいはＰＲの力、ＰＲでまた与論の製品

をＰＲしていくということも大事ではないかなと考えています。ありがとうござい

ました。 

○議長（髙田豊繁君） １番、南有隆君。 

○１番（南 有隆君） ありがとうございます、では、ちょっと視点を変えて、この物

価高というのは教育でも影響が出ているそうです。新聞記事からなのですが、公益

社団法人チャンス・フォー・チルドレンというところが、アンケートを採りまし

て、住民非課税、ひとり親、生活保護受給者、中高生の子供がいる保護者８８８人

にアンケートを採った結果です。物価高による学習や教育支出についてアンケート

を採ったところ、「学習や教育支出に対して経費を減らした」というところが５４.

５％です。そして「今後減らす可能性がある」というのが３２.２％、トータルし

ますと８６.７％がちょっと教育関連の支出を減らそうと考えているところがある

そうです。また、その中で削減対象として、やはり学習塾とか学校外学習費を８

１.４％が減らすと言っています。そしてその次に、参考書や問題集、辞書の購
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入、文化やスポーツ、キャンプなど体験活動費も減らすと考えているそうです。そ

れで、教育長にお聞きしたいのですが、このようなことが与論町でも起きているの

かどうか心配なのですがいかがですか。 

○議長（髙田豊繁君） 町岡教育長。 

○教育長（町岡光弘君） 直接な今のようなアンケートとかデータは取っておりません

ので、何がどれくらい困っているのかというのはありませんが、前からの１つの証

として、生理の貧困の取り組みを継続しています。その中では、子供たちが必要な

ものを手に取っていくというのは増えているようです。そういった意味で、学校に

おけるそういったものへの支出を教育委員会としても増やしていったり、追加した

りということは考えています。なお、ほかのことにつきましては、給食費の高騰等

についても事前にさまざまなコロナ対策支援も受けながら、与論のふるさと納税を

生かした子供たちへの質の良い給食、そして町内の産業を喚起させるための資金と

して導入をいたしまして２年目、これも継続して子供たちの給食等の物価高騰によ

る値上げをしないためにも、中身の充実のためにもということで施策を今のところ

打っています。要するに結論を申し上げますと、具体的に何が今足りなくなって保

護者が大変であるというのは、具体的なアンケート調査は取っておりませんとお答

えしておきます。 

○議長（髙田豊繁君） １番、南有隆君。 

○１番（南 有隆君） ありがとうございます。それでは行ってないということなので

すが、学校ではそうかもしれませんが、私が商店街の方を歩いていますと、私が高

校までは本屋さんが１軒、２軒、そして雑誌を売っているところがスーパーとかコ

ンビニで２軒ほどございました。現在は、私いつも週刊誌や雑誌を買って読んでい

たのですが、本屋さんが全部閉まってしまい、全く買うことができなくなっていま

す。それと加えて現在子供たちが買う文房具ですね、あれも買うところはもう１カ

所しかないです。前までは２カ所あったのですが、今１カ所しかないです。こうい

う現状も教育委員会としてはどのように考えているのかお伺いします。 

○議長（髙田豊繁君） 町岡教育長。 

○教育長（町岡光弘君） 全く同じ思いをしながら悩んでおりました。さまざまな文房

具の注文も私もできなくなり、本も簡単なものが買えなくなり、手帳も買えなくな

り、それでもう一方の文房具のあるところをもう少し調べてみて、何が無いのかと

いうことで非常に現実に困っていますが、我々が文房具屋をつくるわけにもいかな

くて、さて民間も私たちも、どうやってこれをしのいでいくのかということを、非

常に危惧をしながら見守っている状況です。もうおっしゃるように、習字道具１つ

買うにも墨を買いに行かないといけないのが無いとか、大きな規格の紙も無い、そ
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れから県民手帳を買いに行くのも申し込まないと無い、今、南議員がおっしゃった

ように、時々買っている月刊誌やら内容によってどこの有事だということで、これ

を特集したのを南日本で出たときに購入に行きますが、もうそれもできないという

ようなことで、今度はまた定期購入はさらに別のハードルがかかるのかなというこ

とで心配はしていますが、今、手の打ちようがないということで見ているところで

す。 

○議長（髙田豊繁君） １番、南有隆君。 

○１番（南 有隆君） わかりました。本当に鉛筆１本買うのにこんなに苦労するのか

というと、本当に与論はどういうところなんだと捉えかねないので、なるべくそう

いったところもどうにかしていってほしいと思います。それから、先ほどから言っ

ている稼ぐ力なのですが、今、国は自分の所得を上げるためにやっていることが貯

蓄と投資です。投資をやれと言われても、私たちは全く投資の素人ですし、手を出

すとしくじってしまうのではないかという恐怖もあります。しかしながら、今、中

高では貯蓄や投資などの金融教育がなされている現状にあります。ですから、与論

町においても早いうちから、投資だとか貯蓄に関する金融教育というのをしていく

必要があるのではないかと思っています。そうすることによって、やはり大人から

子供まで稼ぐ力というのを身につけ、将来に向けてどうやったら自分は稼げるの

か、そしてほかのところに都会にも負けない、与論にいても稼げると、そういった

島づくりが大事になってくるのではないかと思っています。それでは（１）の質問

を終わらせていただきます。 

次に、（２）に移りたいと思います。コロナが５類感染症になるゴールデンウ

イークから、たくさんの観光客が来島してきています。その中で奄美、沖縄の連携

も大事になってくるのではないかと思います。その中で、世界自然遺産の活用と沖

縄県との観光の連携を今後はどのようにしていくのかお伺いします。松村商工観光

課長、よろしくお願いします。 

○議長（髙田豊繁君） 松村商工観光課長。 

○商工観光課長（松村靖志君） ただいまの質問にお答えいたします。 

去年、国頭村と姉妹盟約を結びまして、現在今年度の計画で、国頭村でまた商工

会とかいろいろな交流をもてればなと考えておりまして、後々は、またほかの北部

の方にも広げていければなと考えているところです。以上です。 

○議長（髙田豊繁君） １番、南有隆君。 

○１番（南 有隆君） ありがとうございます。それと去年から一般質問をしていたの

ですが、コロナ禍の中、どういった観光をするのかと言ったときに、ワーケーショ

ンを進めていくという回答がございましたが、現在、与論町においてワーケーショ
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ンはどのような利用状況にあるのかお伺いします。 

○議長（髙田豊繁君） 松村商工観光課長。 

○商工観光課長（松村靖志君） 大変申しわけございません。数字的にはちょっとまだ

まとめていないのですが、何件かは利用されているなとしかちょっとお聞きしてい

ないです。失礼しました。 

○議長（髙田豊繁君） １番、南有隆君。 

○１番（南 有隆君） では、その後にまたデータを取ってお示しいただければと思い

ます。それと今、各観光地で出てきているのが、いかに売上げを上げるかというこ

とでみんな迷っているそうです。そのためには今出ているのが宿泊税です。各県に

も京都とか奈良においても、泊まる金額に対して税金、１万円以上なら１００円、

２万円なら２００円と、そういった税を付けて売上げを取るべきではないかという

声も出てきています。与論町においては、こういった宿泊税とかについては考えて

いないのかお伺いします。 

○議長（髙田豊繁君） 松村商工観光課長。 

○商工観光課長（松村靖志君） 今のところは考えていないのですが、鹿児島県が先に

決めてしまえば与論町はもう決められないと聞いていますので、それより先にでき

ればなと考えているところです。 

○議長（髙田豊繁君） １番、南有隆君。 

○１番（南 有隆君） わかりました。それでは、観光における稼ぐ力についてもお伺

いしたいと思います。実際与論は豊かな自然ときれいな海、マリンスポーツ等で成

り立っていると思います。あと先ほど答弁がありましたように「食」、食べること

についてとか、特産品の発信、観光協会のホームページにおいて、そういった情報

をどんどん流していくというのも大事と思っています。あと僕が見ていてもあまり

代わり映えしないのが、ユーチューブとか与論島関連の動画、ああいったのももう

そろそろ新しくするなり、もうちょっと見栄えのいいのをつくっていってほしいと

思っています。その中でやはり島ごとに異なる個性的な伝統文化とか、地域資源を

有効に活用しながら、来て楽しい、与論でしか味わえない、そういった観光地づく

りが大事ではないかと思っています。そうすることによって、観光関連での稼ぐ力

というのも上がってくると思います。人ばかり呼んで本当に何もないということに

なると、オーバーツーリズムになってしまいまして、本当に観光が駄目になってし

まいます。観光ならず環境も駄目になると思っています。そんな中で、最近言われ

ているレスポンシブルツーリズム、責任ある観光、そういったものも推し進めなが

ら、観光においても稼ぐ力というのを上げなければいけないと思っています。やは

り与論は観光がメインの島だと思っています。その中で観光関連の宿泊業者にも稼
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ぐ力というのを向上させてほしいと思っていますが、商工観光課長、どのようにす

れば観光関連での稼ぐ力というのは向上できると思っていますか、お伺いします。 

○議長（髙田豊繁君） 松村商工観光課長。 

○商工観光課長（松村靖志君） 本町の宿泊施設が大分老朽化しておりまして、どうに

かできないかということでいろいろ補助金を使ってやっているところです。今年も

また観光庁の方の補助金がありまして、ほかの県もいろいろ力を入れているみたい

ですが、そちらの方に申込みをしようと今準備をしているところです。 

○議長（髙田豊繁君） １番、南有隆君。 

○１番（南 有隆君） わかりました。それでは、本当に今から稼ぐ力をつけて、是非

とも与論町のために外貨を稼ぎ、経済を盛り上げていってほしいと思っています。

最後に、南日本に載った新聞記事なのですが、あまりいい記事ではないのですが

ちょっと読ませてもらいます。今年の１月２４日の新聞記事なのですが、経済セン

サス活動調査という経済分野の国勢調査と言われる、５年に一度されるアンケート

なのですが、これによって鹿児島県は、県内食料品製造業の出荷額は九州について

第２位と７１４７億円、畜産産出額では全国２位の産地らしく、豚・牛・鶏を中心

にした食肉関連で３９９６億円を売り上げています。これで聞くと鹿児島県は儲

かっているのではないかと思いますが、実際、稼ぐ力は粗利益に当たる付加価値を

見たところ、九州的には２位です。ただ収益率ですね、７１４７億円のうちの収益

率を見ますと２２％、九州６県では平均が３４％、全国では３５％です。これを全

国に当てはめますと、鹿児島県は稼ぐ力というのは現在最下位となっています。こ

れは、食肉関連に限りますと、他県に比べ部分肉・冷凍肉製造の比率が高く、ハム

やソーセージといった高次加工品の出荷が少ないことが原因ではないかとなってい

ます。さらには、農業県鹿児島の存在感を表すには、１次加工品だけではなく、消

費者をターゲットにした商品開発の拡大が鍵になりそうだと綴っています。与論町

も特産品とかいろいろなものをつくった後には、まず消費者が食いつくようなもの

をつくって、そこから広げていって外貨を稼いで、島内で循環させる、そして流出

をなるべく小さくするといったことをしていっていただきたいと思います。よろし

くお願いいたします。 

それでは、２番に移りたいと思います。ＧＩＧＡスクール構想による教育現場に

ついてなのですが、教育長にお伺いしたいと思います。今流行りのＣｈａｔＧＰＴ

についてどのようにお考えなのかお伺いします。 

○議長（髙田豊繁君） 町岡教育長。 

○教育長（町岡光弘君） 基本的には活用していくものだと考えています。今、さまざ

まな場所で不安なところも出ていますし、専門的には例えば論文を簡単につくっ
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て、本人がつくったように出すといった問題も出ているようですが、それぞれの現

場、場所で活用できるところは活用しながらいくと、そこで起きている先行事例の

悪事例をやはり取り入れながら、現場では対応していくという形でまいりたいと考

えています。 

○議長（髙田豊繁君） １番、南有隆君。 

○１番（南 有隆君） 今ありました悪事例の１つをちょっと紹介したいと思います。

やはり教育の基本というのは、自分で調べて自分の頭で考えるというのがあると思

います。その中で、あるニュースが話題になりました。小学５年生が読書感想文を

書いて先生に提出したところ、その読書感想文の中を見た先生がどう見ても小学５

年生が書くような文章ではないと、しかも漢字とか表現がどう考えても大人の表現

とか漢字だと。おかしいなと思い、先生はその児童に「この感想文はお父さんと一

緒に書いたの、お母さんと一緒に書いたの。」と聞いたそうです。そして小学５年

生が言った言葉が「ＣｈａｔＧＰＴで書いた。」と、「ＣｈａｔＧＰＴをしたら、書

いてもらったから、それをそのまま写しました。」と言ってきました。それを聞い

た先生は、ただ怒るだけでなく、やはりこの時代デジタル化が進んでいますので、

「そうだね。でもね、今度からはちゃんと自分で読んで、自分で考えて、自分で読

書感想文を書こうね。」と言ったそうです。実際に先ほどありましたように論文

だったり、こういった読書感想文、本当に自分で考えないでパソコン１つ、Ｃｈａ

ｔＧＰＴ１つで全部解決できるというような考えが、子供たちにも今回っているの

ではないかと思っています。そうなると本当にＣｈａｔＧＰＴに全部任せて、そう

すればもう自分は何もやることないよ、考える必要ないやというふうになってしま

うのではないかという心配があるのですが、そういったことについてＣｈａｔＧＰ

Ｔについて、今後生徒とか先生もですが、どういうふうに指導していこうと考えて

いるのかお伺いします。 

○議長（髙田豊繁君） 町岡教育長。 

○教育長（町岡光弘君） 全くそのような心配をしながら、見ながらやっていますが、

必ず時代の進展とともに、影と光の両方を取捨選択しながらいくことになりますの

で、例えば、面接とかで使う論文なんかはその場で書かせる、そういうのは使わせ

ないということになると思います。学校の授業の中では共に一緒に協働の学びがあ

りますので、それを活用した後、自分でそしゃくして発表できるのかというような

１つの評価の場面での教師の確固たる信念のもとを、やはり基軸をつくっていくと

いうことが大事だと思います。今のような家庭でやってくる絵にしても、文章にし

ても、手紙にしても、非常にあっという間にでき上がります。それから日本語を

しゃべって英語の文章も簡単にできるようになります。何を誰に伝えるのかという
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ところをきちんと考えて目的とあわせてやらないといけないので、このことについ

ては、教育委員会も学校現場も我々も全部あわせて、保護者も含めてＣｈａｔＧＰ

Ｔの活用についての幅と内容については、点検をしながら、今の南議員の出された

悪影響、そしてそれが非常に見極めが難しいものなどの例を今後地道に伝えなが

ら、しかし使っていく中で、大事に人間社会に有意義に端的に使いやすいところは

使っていくという仕分けをしていく必要があると考えています。 

○議長（髙田豊繁君） １番、南有隆君。 

○１番（南 有隆君） ありがとうございます。そうですね、本当に実際出されて私が

先生の立場だったら、文章を出されても、これ、本当に自分で書いたのかなとつい

つい疑ってしまうところもあります。そうならないためには、やはり先生方のレベ

ルアップ、デジタルに対して、ＡＩに対してですね、勉強も必要かなと思っていま

す。それに加えて、生徒の方は先生たちよりやはり一歩先にいっているのではない

かと思っています。携帯とかネット環境がもうすごいので、どこでもいつでも見ら

れるし、自分の好きな時間にいろいろなことができる、そういうことを考えます

と、やはり先生、生徒、あと教育委員会もですが、保護者も一緒になって、先ほど

教育長が言われたとおり、今後どのように付き合っていくか、いい方に扱うという

ことが一番大事になってくるのではないかと思います。その中で、子供たちは実際

にタブレットを使って約２年ほど経つと思うのですが、使ってみてどういった感想

が出ているのかをお聞かせください。 

○議長（髙田豊繁君） 町岡教育長。 

○教育長（町岡光弘君） 子供たちと学校の方では、やはり便利であるということは確

実に出ています。そういうデータを調べたりするというのはもう言葉として出てい

ますが、現場の方で、ここに書いてありますように、全員の持ち帰りがまだなかな

か進まなくて、徐々に徐々に大事に確認をしながら、できるだけ早く持ち帰りで家

の方でも使えるようにというようなことをしていますが、課題がやはりありまし

て、壊すことそれからＷｉ－Ｆｉが家にないので、先生としてもみんなと同じよう

に持ち帰らせるのには躊躇する、それから長使いをしないかとか、そのルールの問

題ですね。夜中まで余計なのを見ないかとか、さまざまな問題があってなかなか進

まないところですが、先ほどのコロナの学習とか、遠くに病気の形でちょっと長い

出掛けをするときにそれを持って行かせて、学校とつないでできるところはオンラ

インで授業を一緒に参加するとかという効果的なところには次々表れていますの

で、そういった良い成果のものとあわせて、オンラインでなくてもオフラインで、

ここに書いてありますが、今契約をしてというかオフラインのもののデータを入れ

られると、そうすると自分にあわせた問題を家で解いていけるという質の良い形に
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なっていきますので、できない場合はやさしい問題へ、できる場合は高い問題とい

うオフラインの授業のものも出てきました。ということで、Ｗｉ－Ｆｉについても

また別の方法で今検討を進めているところです。 

○議長（髙田豊繁君） １番、南有隆君。 

○１番（南 有隆君） わかりました、ありがとうございます。それでは逆の質問みた

いになるのですが、このＷｉ－Ｆｉとかオンラインとかタブレットも、コロナが発

生してからコロナ対策としてやってきたと思うのですが、現在、コロナが落ち着い

てきてマスクを外すのも当たり前になってきました。それによって学校の中で会話

とか給食中とか、先生との会話とかも変わってきている点、変わってきたというか

元に戻っていると言ったほうが正しいかもしれませんが、実際に今の学校の状況が

どのようになっているのかお伺いします。 

○議長（髙田豊繁君） 町岡教育長。 

○教育長（町岡光弘君） 学校の先生方から驚きのように聞かれるのは、あの子の表情

はこういう表情だったのかというのが、今すごくその表情にお互いに驚き合ってい

るという現実があります。昼食のとき以外ももうほとんどマスクを外してというこ

となので、先生方が驚いている以上に、子供同士も先生の顔に驚いているという逆

のように聞こえるのですけど、マスクを取ったことによって会話が増え、お互いの

顔が表情が見えるということについての驚きが、一番私にとっても印象的な変化で

した。 

○議長（髙田豊繁君） １番、南有隆君。 

○１番（南 有隆君） ありがとうございます。やはり本当にコロナという病気もイン

フルエンザと同等の５類に下がってきたことで、元に戻ってきているとは思います

が、コロナ禍と全く同じになるということはまずないと思っています。学校におい

てもやはりこれだけタブレットがあり、インターネットもでき、今では小学校は英

語・算数がデジタル教材を導入しようとしています。中学校でも、まず最初に英語

のデジタル教材を入れようとしています。やはりこれだけデジタルが進むと、あま

り対面、俗に言うコミュニケーションというのはとれなくなってきているのではな

いかと思っています。ですから、私が考えるのは、こういう時代だからこそ逆にコ

ミュニケーションをとると、本当に携帯を使って話すではなくて、実際自分の口

で、言葉で対面ですね、ひざとひざを突き合わせて話すのがやはり大事ではないか

なと思っています。しかしながら、全てＡＩとかデジタルを否定するわけではあり

ませんので、使えるところは使う、要らないところははっきり要らないという、そ

ういった線引きも大事になってくるのではないかなと思っています。 

最後に、初めに稼ぐ力ということを述べさせてもらいました。与論町の町民の年
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収というのは、約２６０万円ほどとなっています。それを増やさないことには、今

から島内外にいる子供たちに仕送りだとか、今後自分の老後の生活、そういったも

のに多大な影響が出てきます。そのためには島民一人一人が稼ぐ力、自分にも稼げ

る力があるんだよというのを理解して、それを出して行動に移すと、そうすること

によって島の経済も良くなり、自分の生活も少しは豊かになるのではないかなと

思っています。そういったことを私もできる限りＳＮＳとかインターネットを使っ

て発信していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

以上で、私の一般質問を終わります。ありがとうございました。 

○議長（髙田豊繁君） １番、南有隆君の一般質問を終わります。 

ここで暫時休憩します。１０時５分まで休憩といたしますので、よろしくお願い

します。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午前 ９時５６分 

再開 午前１０時０５分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（髙田豊繁君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

次に、５番、喜山康三君の発言を許します。 

５番、喜山康三君。 

○５番（喜山康三君） おはようございます。一般質問を始めます。 

すみません、質問する前に、山町長お疲れさまでございました。これで定例議会

は終わりとなりますが、あとは南有隆君と一緒ですので。一般質問に入ります。 

１ 自然・景観保全に向け署名運動が行われている。これをどのように捉え、応

えるつもりか。 

(1) 近年の観光関連開発のあり方に強い危機感を抱いた島内外の方々が貴重

な自然と景観を保護し、未来に継承するための署名運動が行われている。

また、策定が進められている景観条例の進捗状況及び「海浜・背後地」の

保全にどのように取り組む考えか、見解を伺いたい。 

２ 町民への行政サービス向上には明るい、風通しの良い職場環境は基本で、ど

のように取り組んでいるか。 

(1) 報告、連絡、相談など連携等がスムーズに行われ、風通しの良い明るい

職場はむしろ町民が求めている役場ではないでしょうか。職場環境づくり

にどのような配慮を行い、施策等を講じているか、見解を伺いたい。 

３ 屋外防災無線の運用のあり方及び定時放送について、見解を伺いたい。 

(1) 屋外防災放送の騒音問題をはじめ、運用のあり方について検討する必要
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はないか、見解を伺いたい。 

(2) 方言での放送が行われているがその目的は、放送内容は箸の上げ下げを

大人目線で命令し、子供の自立・自発性をむしろ損なっていないか、見解

を伺いたい。 

以上、よろしくお願いします。 

○議長（髙田豊繁君） 町長。 

○町長（山 元宗君） まず質問事項の１についてお答えいたします。 

令和５年６月５日付けで、与論島国立公園の開発に関する陳情書を受理してお

り、島内外から多くの開発反対の署名が集まっていることも承知しています。 

現状として、令和５年４月１日現在、与論町における都市計画及び景観条例は制

定されておらず、一部国立公園内における自然公園法による工作物の新改増築や木

竹の伐採等開発行為を行う場合、事前に国や県に許可申請・届出の手続きが必要と

なっています。近年、移住者や島外資本による土地取得や住宅・ホテル建設等が増

加傾向にあり、与論島の美しい景観と文化・風習を損なう恐れが課題となっていま

す。 

これらの課題を踏まえて、与論町の共有財産である美しい景観を守り次世代の子

供たちに残せるよう、与論町景観まちづくりビジョンの策定と与論町景観条例制定

及び与論町景観まちづくり計画を速やかに策定するために、本年６月１日に与論町

景観条例検討委員会設置要綱を制定し、その準備を進めているところです。 

あわせて、与論町景観まちづくりビジョン策定の中では、海岸周辺地域を含む自

然公園内地区及び昔ながらの景観を保全する景観重点地区並びに一般居住地や農業

振興地域等の一般景観保護地区と商工水産業振興地区とに分類し、建築工作物の高

さや規模・色・デザイン・植栽等が、自然環境の保全や本町の景観との調和に配慮

されたものとなるよう、適切なルールづくりに取り組んでまいりたいと思っていま

す。 

次に、質問事項２です。 

本町職員が職務に専念できる職場環境を整備し、町民へのサービス向上を図るこ

とは、町政運営において最も重要な課題の１つであると認識しています。 

風通しの良い職場については、職場内でのコミュニケーションやそれぞれの部署

間、あるいは階層間の壁を取り払い、情報共有など職員同士が自由に意見を交換で

きる環境づくりが重要であると認識しているところです。しかしながら、業務内容

や対人関係の問題等により、職員が少なからずストレスを抱えていることも承知し

ています。 

これらを少しでも軽減するため、年に１度ストレスチェックを行い、職員個々の
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ストレスを把握することで心身の不調を未然に防ぐとともに、所属ごとの業務負担

や上司のサポート、職場内のコミュニケーションの状況についても分析すること

で、業務量や人員配置の見直しを行うなど、職場環境の改善に向け取り組んでいる

ところです。 

また、産業医による巡回面談を月に１度実施し、職場内でのストレスの有無に限

らず、健康相談等にも対応しており、第三者が介入することで相談しやすい環境づ

くりにも努めています。 

今後は、行政サービスの向上や職員の業務負担軽減を図ること等を目的としてＤ

Ｘ化を推進するとともに、人事評価の運用や各種研修会の実施により、職員のモチ

ベーション向上にも取り組んでまいります。 

私が任期中に掲げた「町民に親しまれ、信頼され、期待される役場」の実現を図

る上でも、職員一人一人が「風通しの良い明るい職場」を目指し、さまざまな視点

から工夫やアイデアを持ち寄り、積極的な実践を重ねることで、行政サービスの更

なる向上に努めてまいります。 

次に、質問事項の３です。 

防災行政無線放送の運用は、本町全域への即時的な情報伝達及び緊急時等の安全

性確保の観点から、非常に重要であると認識しています。屋外拡声器での放送につ

いては、近隣にお住まいの方々の生活環境面での障害となることを考慮し、これま

で放送内容の検討を行い、緊急時及び放送機能の維持に係るもの以外については、

屋内戸別受信機による放送を行っています。 

また、町内３９カ所に設置している屋外拡声器は、それぞれ１カ所ごとに音量を

調整することができ、要望があれば音量の調整を行います。津波襲来時等における

Ｊアラートやその他緊急に関する情報伝達時には、全ての屋外拡声器において、最

大音量で情報伝達を行うこととしています。 

本町におきましても、今後、行政情報伝達の多層化は重要な課題であり、台風や

地震、津波等の緊急災害時以外の情報については、携帯電話等のプッシュ型アプリ

などを活用し、従来の放送や文書によらない形式で必要な情報を届けられるよう検

討を進めているところです。しかしながら、スマートフォン機器等をお持ちでない

方々への迅速かつ適切な情報伝達手段の構築は、中長期的な期間を要する課題でも

あります。最新技術を含め、さまざまな手法を検討の上、迅速かつ住民の方々にも

配慮された形での情報提供に努めてまいります。 

○議長（髙田豊繁君） 町岡教育長。 

○教育長（町岡光弘君） それでは、方言の定時放送についての回答をいたします。 

子供たちの主体的な行動を育てるために、学校教育ではさまざまな取り組みを
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行っています。日常の教科学習の中では、さまざまな学習や思考の場面で、まず１

人で調べることから始め、グループでの学び合い、全体での協議といった過程を踏

まえるという取り組みです。家庭学習においては、与論町自主学習推進プランとし

て、自らが課題と考えるものを見出し、その課題に自ら取り組むという活動を小学

４年生から推進しています。受動的な学習から能動的な・主体的な学びへのいざな

いと考えています。 

本町が推進する海洋教育「ゆんぬ学」においては、自ら課題を見つけ、協同的に

問題を解決し、その解決したプロセス、あるいは解決の方向性、行動の結果などを

発表する場面を設定しています。社会教育の場面では、子ども会育成連絡協議会に

おける、花壇づくりコンクールや与論町クリーン作戦における清掃・美化活動のほ

か、子ども会活動発表大会においても自主性や協働精神の醸成や活動場面を提供し

ています。 

夕方の帰宅放送の内容には、これまでの活動の歴史を踏まえて、校外生活指導連

絡協議会において、協議会の皆様のアイデアをいただきながら、よりよい帰宅放送

を検討しています。平成２７年度までは、３小学校を輪番として、各校区１年間ず

つの分担で、児童が、①帰宅時刻を認識すること、②交通事故防止に努めること、

③大人の見守り、帰宅後は、④夕読みや家庭学習に努めること、⑤手伝いをするこ

と、⑥ユンヌフトゥバを大切にするを意図した放送をしてきましたが、平成２８年

度から、大人を加えてほしいという要望を踏まえて今の形となっています。なお、

最近では別紙のとおり、「⑦手洗いうがいをしっかりし」を挿入し、コロナ感染予

防に努める視点も加えました。 

現在児童２人に、上半期は女性が、下半期は男性が語りかけることになっていま

す。またＢＧＭも同じものにならないように配慮しており、今年度は町制施行６０

周年を記念して、町民歌をＢＧＭとしています。このような帰宅放送内容は、与論

町の特色あるすばらしい青少年育成の一環であると自負しています。 

御質問の自立・自発性を損なっていないかという御指摘については、上記の７点

に明日への希望を膨らませるという視点での帰宅周知放送であり、特に自立・自発

性涵養に視点をおいた活動とは意図しておりません。その視点でのよい提案があり

ましたら、校外生活指導連絡協議会におきまして検討を進めてまいりたいと考えま

す。 

○議長（髙田豊繁君） ５番、喜山康三君。 

○５番（喜山康三君） 自然景観保全についての答弁をいただきましたが、これを読む

とすばらしい考えを持っていらっしゃると。私がこの答弁を見て感じたのは、もち

ろんこういう自然保護の問題については、その運動をする人たちにとって直接的な
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利益があるわけではない。にもかかわらず、こういう形で経済的、時間的ないろい

ろな負担を抱えながら、こういう運動をしている皆さんに対して、非常に敬意を表

します。これは、結局自分のことではなく、子供たちや将来の島にとって、どうい

うことが大切で、どういうことをしなければならないのか、そういう意味でのいわ

ゆる行政、私たち議員や行政の皆さんへの大きな警鐘を鳴らしていると、私は捉え

ています。是非これを真摯に受け止めて、どういう形で発展をしながら大切な景観

保全もしながら、将来の発展に結びつけていくかということの運動に対して、本当

に真剣に取り組んでいただきたいと、それをまず最初に要望しておきます。もちろ

んこういう海岸とかのいわゆる開発、個人所有の土地があって、いわゆる日本国憲

法でも当然個人の土地の権利というのは認められているのですが、それを法律やあ

るいは条例等で一定の規制を加えて、将来の資産を守るため、もちろんそこで開発

して事業を行う方にとっても、その景観とか自然をどういう形で守っていくこと

も、逆にこの業者さんの個人にとってもとても大事なことではないかと思いますの

で、どっちを取るとかの意味ではなくて、この辺の調和の取れた形でどういう行政

を進めていくか。私はそれが非常に重要ではないかと思います。もちろん、今御指

摘されるように、与論町景観まちづくりビジョンの策定とか与論町景観条例制定、

あるいは今やっているものですね、まちづくり計画など、これらが今まできちんと

策定されて、どれだけコンセンサスを得ただろうかと、それについては非常に疑問

を持っています。これを機会に是非もっと行政側もしっかりこの方針を決めない

と、開発業者が来て開発業者の意のままにされたりとか、あるいは町民のそういう

アイデンティティを壊すようなことにもなりかねないような状況になるのではない

かと、非常にそういうことを心配していますので、是非その辺を考慮して、本当に

繰り返しになりますけど、しっかり取り組んでいただきたい。それと、もちろん自

然公園法における国立公園、国定公園ですね、都道府県別自然公園とかいろいろ法

律上はさまざまな形で法律や条例があります。また、いわゆる宅地開発において

も、都市計画法におけるセットバックのあり方とか、さまざまな行政上、法律上の

いろいろな技術的な部分はあると思いますが、是非景観条例を策定するに当たっ

て、その辺のことをきちんと勉強をして、どういう方向で景観を守っていこうか、

そのためのことをしっかり今からやっていく必要があるのではないかと思います

が、この景観条例をつくるに当たって、この関連する法令とかそういうものがいろ

いろあると思いますが、それについてはどのように考えているか、担当課の課長で

もいいし、副町長でもいいし、総務企画課長でもいいし、御答弁をお願いします。 

○議長（髙田豊繁君） 大馬環境課長。 

○環境課長（大馬福徳君） ありがとうございます。私も生まれて５０年余りになりま
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して、観光ブームも経験しまして、その中での与論の環境のあり方、観光のあり方

を個人なりにいろいろ考えるところはありますが、この景観条例の今準備検討向け

の要項を６月１日に告示させていただいたのですが、昨今いろいろホテルの建設と

か、個人宅の国立公園内における申請とかもいろいろ多々近年増えてきておりまし

て、その中で懸念材料として平成２９年の国定公園から国立公園、これは奄美の世

界遺産登録に向けた格上げの一環でございましたが、その中で今まで上田線、外回

りの外周道路から外を、全部農地法と一緒に網掛け方式で昭和４６年だったかに国

立自然公園をほぼ網掛けをしておりましたが、平成２９年ほどに改定になりまして

大幅にその区域が縮小されました。その中で、今署名活動されている池田さんを中

心に、小さくする代わりにそこは守り抜いていこうよという合意のもと、現在のこ

の区域指定がされています。その中での昨今の開発申請とかいろいろありまして現

在に至るのですが、これを考えるに昨年７月２０日に、大分県の湯布院の方に先進

地視察で５人ほどで行きましたが、そこの経緯を今この島に当てはめたときに、実

にその似ているなという感じを受けています。向こうも昭和５３年ほどに大型のホ

テル建設が由布岳の前にどんと建つ計画がありました。それを地域住民が反対運動

をしまして、いろいろ活動がありまして景観条例を持ちまして、「周辺住民の同意

を得ること」というこの文言１つが効力を発揮しまして、この景観条例の中に周辺

住民の同意を得るという項目を入れることによって、建築確認法が適用されます。

この同意を得られないことによって、建築確認が得られないということで、その建

物が建てられないということに、許可が下りないということになります。ですの

で、景観条例を制定することによって、与論町に都市計画法に則った都市計画はな

いのですが、それに準ずる効力を発揮するということで、都市計画をつくったのと

同じであるというふうに位置付けられるわけです。なので、湯布院の事例をもとに

して、与論町も今６月１日に検討委員会を設置しましたが、今から最終本会議の１

６日にその予算関係の議案を提出する予定です。専門委員会の方とか町民からの代

表、専門委員２人を含めました１２人を選定しまして、今から与論町に合った景観

条例、どんなものがいいかというプラン、計画、そういう条例に向けての検討委員

会を進めて準備をしているところです。 

○議長（髙田豊繁君） ５番、喜山康三君。 

○５番（喜山康三君） 今、伺うに当たって、その周辺住民の同意を得れば建築基準法

が適用されて、建築が非常に厳しく難しくなるということですが、１つ語弊がない

ように聞いてもらいたいのは、やみくもに開発をやめなさいという意味ではないで

すよね。その景観を守りながらその辺の調和を取りながら、島の発展を考えながら

やる必要があるのではないかと。先般、赤崎の方で貸別荘の計画がありまして、そ
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れについて住民説明会があったもので、それに出席してもらっていろいろ意見を

伺ったのですが、その場に環境課長とか商工観光課長、それから行政の方は出席さ

れましたか。 

○議長（髙田豊繁君） 大馬環境課長。 

○環境課長（大馬福徳君） 御案内をいただきましたが、あえて出席を控えさせていた

だきました。この会社に当たって、いろいろ申請のときに相談がありまして、今、

現時点で、船倉と赤崎と申請があります。その中において、私の考えとしては、こ

の地域の理解を得ることを是非ともやっていただきたい、地域の説明会をやってい

ただきたいという旨を説明した上で、どういうことを説明しますかということで、

説明資料の案をいただきまして、それで中身を確認した上でよろしいのではないで

しょうかということで、指示を出していますので、あえてそこのところで判断をす

る立場の人間が参加することを控えたほうがいいと思いまして、私の方は控えまし

た。 

○議長（髙田豊繁君） ５番、喜山康三君。 

○５番（喜山康三君） 住民説明会ですので、そこにあえて行政の方がいらして発言を

しなさいという意味ではないと思うのですよ。私が述べているのは、そこに出席し

た住民の方々の御意見を、あなた方に聞いていてほしいなと思ったのです。そうい

うことで述べているのです。住民の方がこういう問題に対してどういう考え方があ

るかとか、どういう見方があるかということを、行政の方がきちんと把握する必要

があると。業者の方と役場庁舎内で事業のことの説明をしても、それは何にもなり

ません、私たち住民にとっては。そのことを少ししっかり考えていただきたいと。

そして、今、周辺住民の同意を得るという言葉がありますけど、一体周辺住民とい

うことは、どこまでの周辺住民を解釈するかということもありますよね。だから、

こういう法律的なそういう解釈の仕方とか、そういうものの素案をするとかそうい

うことの話ではなくて、島全体としてどうあるべきかという基本方針というものが

ないといけないと思うのですよ。副町長どうですか、これは。 

○議長（髙田豊繁君） 久留副町長。 

○副町長（久留満博君） 今、喜山議員さんがおっしゃられたとおりだと思いますが、

今年の１月３０日に、環境省の自然環境局が出した国立公園事業拠点の当面の現状

と課題という報告書の中で、やはりいろいろ出ていますが、「優れた自然の風景地

を保護するとともに、その利用の増進を図り、もって国民の保健、休養及び教化に

資するとともに、生物の多様性の確保に寄与する」という大前提のもとに、いろい

ろと検討をされているようです。その中で、畜舎事業のあり方という分野にも触れ

てございまして、２０１８年にそういった問題が出ています。つまり、古びた国立
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公園内の施設とかには宿泊施設がどうしても足りないという現状から、こういった

問題が出たんだと思っていますが、時代の流れとともに、その大きなホテルから分

譲型の小さなホテルへと変わり、やはりこれはコロナの影響もあったのかなとも

思っていますが、そういった中でホテルの進出の機運も高まり、今、先ほど申し上

げました大前提に沿ったような自然と調和をしたホテルの建設というのも、国の方

では検討をされていると伺っています。先ほどの質問の中に出ました、やはり町民

の意見というのも最も大切なことだと思いますが、島の将来の観光を見据えた上

で、行政としてのまたある程度の方向性というのも検討する必要もあると思います

ので、今後、与論の観光を最大どのあたりのキャパを持って、どういった観光推進

をしていくというような素案も、この景観条例の中でもやはり検討していく必要が

あると考えています。 

○議長（髙田豊繁君） ５番、喜山康三君。 

○５番（喜山康三君） 副町長、私は環境省とか国とか県とかの方針を聞いているわけ

ではなくて、与論の副町長として、与論の観光産業の発展とそしてまた大事な資源

をどういう形で保全したらいいのか、そして今また特に問題になっている船倉地区

に対して、どういうようなことをやっていく必要があるのかというあなたの考えを

聞いているのですよ、与論に対してね。それをお願いします。 

○議長（髙田豊繁君） 久留副町長。 

○副町長（久留満博君） そちらにホテルを建設する方々も、その地域というのは環境

がいいから是非景観的にもいいから、そちらの方にお客様を誘致したいという考え

のもとで事業は計画されていると考えています。そういった観点から考えますと、

第１種地区の海浜地については全く手を触れることはできませんが、第３種の部分

につきましては、自然の保護にマッチしたような施設の建設については、検討しな

がら進めてくださいというような条例もございますので、そちらの方にマッチをし

てやはり与論の観光、受入態勢についても、先ほどの南議員の御質問にも回答いた

しましたが、宿泊施設もない中でいくら観光のＰＲをしても、与論へお客様を呼び

込むということは不可能なことですので、やはり並行して考えていく必要があると

考えています。 

○議長（髙田豊繁君） ５番、喜山康三君。 

○５番（喜山康三君） 私の質問にはあまり答えていないような感じがしますが、先ほ

ど環境課長から伺ったので、結局、今副町長の答弁にもありましたが、この船倉と

いうのはある意味海岸保全区域なわけですよね。海岸保全区域ということで、法律

用語の中ではそういう保全区域の中に入っているのですが、これから厳格にいうと

どういう形になるかというのは想定されていますか、環境課長。 
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○議長（髙田豊繁君） 大馬環境課長。 

○環境課長（大馬福徳君） ちょっと御確認します。その質問の趣旨というか、その保

全自体、その地域の環境保全についてなのか、今、開発進出する。 

○議長（髙田豊繁君） ５番、喜山康三君。 

○５番（喜山康三君） 保全区域の範囲。 

○議長（髙田豊繁君） 大馬環境課長。 

○環境課長（大馬福徳君） 保全範囲は、自然国立公園に指定されている今の範囲にな

ります。 

○議長（髙田豊繁君） ５番、喜山康三君。 

○５番（喜山康三君） 国立公園の区域範囲というのが大雑把な地図でしか見せてもら

えていないのですよね。わかっていますでしょう。建築基準法というか都市計画法

の中では、結局干潮時の汀線、いわゆる波打ち際の線とか、満潮時の線からどの程

度が海岸保全区域ということで指定されているわけですよね。だから、国立公園の

中でどういう形の指定になっていますかということをお聞きしているのですよ。要

するに厳格に何メーターどこできちんとしていないと、その辺をあやふやにする

と、どうだって解釈される方向になるから、どうなっているかということをお聞き

しています。 

○議長（髙田豊繁君） 大馬環境課長。 

○環境課長（大馬福徳君） すみません、現時点では道路で線引きをされています。 

○議長（髙田豊繁君） ちょっと暫時休憩します。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午前１０時４０分 

再開 午前１０時４１分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（髙田豊繁君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

大馬環境課長。 

○環境課長（大馬福徳君） 今、海区、海の部分と海浜の区域、あと第３種と３つに分

かれていますが、海は文字どおり海でございまして、海浜保護の方は砂浜と岩礁部、

謄本に出てくる泊地白地図というふうな表記になっているところです。第３種はほ

ぼほぼ町有地かその個人所有地かになっておりまして、先ほど申し上げた道路でそ

の海岸線から道路の間の部分を指定されています。 

○議長（髙田豊繁君） ５番、喜山康三君。 

○５番（喜山康三君） この辺の法律上どういう線引きをするかということについて

は、ちょっともう時間もないのであれですけど、是非この辺もしっかりとした形で
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やっていただくということと、先ほど言った赤崎の開発を見たときには、平屋で１

階建てなのですよ。そしていわゆる海浜地から海岸べりから四、五十メートル以上

ずっとバックした形でつくっていて、ほとんど景観上も問題ないようなつくり方を

されているのですよね。だから非常にある意味では、与論のこういうところで別荘

をつくられるのは、非常に１つのモデルになるのではないかと私はそういうことを

会場でも述べましたけど、是非、自然と町民が大事にしている景観をどういう形で

守るかという、その辺に視点を置いた形で景観条例の設定とかに是非頑張っていた

だきたいと、それを要望しておきます。 

次は、職場の問題ですが、今沖縄県では、学校教員がうつ病とか統合失調症みた

いなのが日本一だということで、今問題になっていますが、いずれにしても本町の

役場の中においても、以前からそういう話も何回か伺っています。是非、そういう

職員が働きやすい環境をつくる責任は、今こちらにいらっしゃる課長の皆さんに責

任があると思っているのですよ。管理職手当もらっているでしょう、たくさんも

らっているかどうかは別として。部下に対する目配り、気配りね、ひとつどうなっ

ているか、これについてはどういうお考えですか、総務企画課長どうですか。 

○議長（髙田豊繁君） 町本総務企画課長。 

○総務企画課長（町本和義君） ありがとうございます。お答えしたいと思います。 

私ども公務員の業務につきましては、まず大前提、公正かつ中立的な立場を守っ

て、公共の利益を最優先に考えた業務の遂行について求められているところです。

ましてまた、その時代の変化や社会情勢の変化に対応するためには、常に向上心を

持って自己研鑽するということが大事ですし、職務上必要な資格また知識を取得す

ることが大切だと思っています。その業務については、役場職員単独で業務を遂行

する場合もありますが、大方の場合はチームで業務を遂行しておりまして、協調性

を持ってチームワークを大切にして、業務に取り組むことが大事だと思っていま

す。その上で、定期的なミーティングとか情報共有の場を設け、職員同士が自由に

意見を交換できるようなアフターファイブなどの雰囲気づくりを行っているところ

です。先ほど議員からもおっしゃいましたが、こういうようなより良い職場環境の

形成をつくることについては、所属長のそれぞれの責務でもありますし、各所属長

におきましても、その所属職員の勤務体系を通して、一部職員に負担が偏らないよ

うに状況の把握に努めるとか、そういうストレスの軽減についても図っていく必要

があるのではないかと思っていますので、今後におきましても、その職場における

コミュニケーションを図りながら、部署間やまた階層間の垣根を取り外しまして、

オープンなコミュニケーションチャンネルを設けて、今後とも職員といろいろな悩

みを相談しながら取り組んでまいりたいなと思っています。 
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○議長（髙田豊繁君） ５番、喜山康三君。 

○５番（喜山康三君） 今、総務企画課長が言われていますが、各課長が自分の部下と

かその方々と、どれだけのそういうコミュニケーションとか雑談できたりとか、そ

れをする時間的余裕とかそういうものが果たしてあるのかな、また女性の方も多い

し、子育てで忙しい方もいらっしゃるし、なかなかそういう機会が昔の時代から比

べると、すごく少なくなっている感じがしないでもないのですよ。是非、この辺を

どういう形でやるかということを、職場の課長ほか皆さん方がどういうコミュニ

ケーションをとっているかということについて、非常に問題というか、足りている

のかな、大丈夫なのかなということを思うのですが、この辺については課長さんな

んかが月に何時間ぐらいとか、そういう時間を持つとかというルールとか、その辺

何か決まりごととかあるのか、ないのか。また、その辺を日記につけていらっしゃ

るのか、その辺はいかがですか。 

○議長（髙田豊繁君） 町本総務企画課長。 

○総務企画課長（町本和義君） それぞれの各職場の職員に対しましては、それぞれの

課長、局長さん、部署の所属長さんが把握して、月に何回程度、ちょっと飲みに行

こうかとか、それからいろいろな場所に行こうかという、それぞれ部署で決めては

いると思いますが、またその時間外につきましては、一括に総務企画課の方でどれ

だけの職員がしているのかというのは把握をしているところです。これによってま

た産業医等が月に一回来られていますので、そういった方々のストレスとかいろい

ろな情報を鑑みながら、対応に努めているところです。 

○議長（髙田豊繁君） ５番、喜山康三君。 

○５番（喜山康三君） 人事課みたいなのがなくて、全てが総務企画課の方にかかって

いるのではないかと思っているのですよ、そういう意味では。人事評価するだけが

人事課の仕事ではなくて、やはりその職員の健康やそういうさまざまな問題とか能

力、その辺のことをチェックして、適材適所と言ったら語弊がありますが、是非そ

ういう人員配置を、一体誰が中心になってどれだけこれに配慮して進められている

のかなと、その辺が非常に私たち議員にはわからない世界ですが、是非その辺も

もっと考慮して仕事を進めていただきたい。いろいろなメンタル的な部分も問題が

あるようですが、その辺も是非これをもうちょっと密にすることによって解決でき

るのではないかと、そういう思いでこの案件を取り上げたのですが、是非課長の皆

様方、特によろしくミーハッケをお願いします。 

次に移ります。屋外防災無線の放送騒音のことについては、私は前からもこれは

何回か質問しているのですが、この屋外防災無線放送というのは、もう時間を気に

しなく、いつ何時でもやってくるというのが防災無線放送みたいなのがあって、一
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般町民にとっては防災無線放送が流れた時点で、一定の緊張感を持つのですよね、

一体何が起きたのかなという感じで。そういう意味では、その防災無線をお使いに

なるときに、できるだけ緊急事態とか、やむにやまれぬ状態のときにだけこの放送

をされるような仕方をしないと、いわゆるオオカミ少年みたいになってしまって、

また余計なことをぐじゃぐじゃ言っているわという形で気にもしないし、マイクも

スピーカーも全部切っておくとか、そういうことになりかねないと。いろいろ話を

聞くと、うるさくて切っているよとかという人もいらっしゃるしね。だから、そう

いう意味では、この防災無線の運用のあり方、例えば消防無線でも、「ただいま防

災無線のテスト中です」とかでいつ何時やっていますよね。この定時放送も、いわ

ゆる防災無線が不良になっていないかどうかのチェックのための放送だということ

も聞いています。この辺については、こういう放送をできるだけ控えてほしいとい

うことなのですが、副町長か総務企画課長いかがですか。 

○議長（髙田豊繁君） 町本総務企画課長。 

○総務企画課長（町本和義君） おっしゃられました定時確認の放送なのですが、どう

しても無線で通じているかというのは通信で確認はできますが、その箇所箇所で本

当に音が鳴るかどうかというのも確認が必要ですので、この点につきましては、ど

うしても定期的な試験放送中の放送につきましては、現行どおりさせていただきた

いなと思っています。その防災無線の活用につきましては、これまでその運用につ

きましては、災害に関する緊急事態とか非常事態に関すること、地震とか津波、ま

たミサイルが飛んできたという場合の放送とか、あと台風等などの気象情報関係の

情報、行方不明者が出た場合のその捜索に関することとか、あとは火災というよう

な感じで、防災無線に関してはこういう運用に努めているところです。今後の防災

無線放送につきましては、その維持にかかるものですから正午のチャイムとか午後

５時のチャイム、あるいはまた緊急時以外のその情報等につきましては、屋内戸別

受信機による放送を心掛けています。天候によっては緊急時の放送の場合聞こえづ

らいときもありますので、それらを補完する上で、今後はプッシュ型アプリなどを

活用して、電子メールによる配信がお届けできないかという検討を進めているとこ

ろです。現在、今ホームページのリニューアル化というかバージョンアップを進め

ておりまして、これにあわせてプッシュ型アプリを作成しまして、町民の皆様へ災

害に関する情報とか行政情報をお伝えしてまいりたいというふうに思っています。

現システムの戸別受信機については、放送を聞き逃しても放送内容を確認すること

ができるということですが、あわせてそのアプリを活用することで、情報を確認す

ることができるようになります。そのアプリの利用につきましては事前の登録が必

要となりますが、その登録時に配信を希望する情報のジャンルを選択することもで
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きますが、また緊急時の情報はジャンルの選択にかかわらず、一斉に受け取ること

ができるということに今準備を進めているところです。今後その防災行政無線放送

につきましては、最新技術を含めて今後さまざまな仕様を検討の上、おっしゃると

おり的確な情報提供に努めてまいりたいと思っています。 

○議長（髙田豊繁君） ５番、喜山康三君。 

○５番（喜山康三君） いろいろあると思いますが、私はその防災無線の代用ではない

かと思っているのですよ。可能な限り必要最小限に抑えるような工夫をもっとして

いただきたい。ただそれだけなのですよね。是非御検討ください。 

次の方言での放送についてですが、教育長、特に自立・自発性涵養に視点をおい

た活動とは意図していないとおっしゃっていますが、私に言わせると自立・自発性

を余計になくしているような教育ではないのかと思っているわけです。要するに、

今さっきここの答弁書の中にある、帰宅時刻を認識することとか、交通事故防止に

努めること、大人の見守りとか、こういうことを子供たちが学校が終わって帰った

後も、防災無線でがんがん頭から言うことはないのではないのかと。言うではない

ですか、「三つ子の魂百まで」と。３歳の子供になると、大人が自分に対して何を

言っているのかとか、何を求めているかとかみんなわかるのです、言えないだけ

で。こういういわゆる私は大人目線で押さえつけた放送はするなということなので

す、ましてや。学校でもこんな感じで教育されているのではないかなと僕は思って

いるのですが、さも何々はするなとか、何々は駄目だとか、駄目駄目ばかりを言う

のが学校の教育みたいに、何かそんな感じに聞こえてしょうがないのですが、２０

１８年でのＯＥＣＤの加盟国３７か国の中で、最近なじみがあるものでＯＥＣＤ生

徒の学習到達度調査があるのですよね。これは御存じですよね、教育長。この中で

１５歳時点で日本の学力はトップクラスですよね。ところが主体性・当事者意識と

いうのは何番になると思いますか。これは断トツ、ケツなのですよ、一番最後。い

いですか、主体性とか当事者意識はない、この教育をされていて一番最悪の点数は

日本。学力は１番、トップね。要するに、私は公共のこういう防災無線を使って、

子供たちが学校が終わった後からも夕読みをしましょうとか、大人の人に子供を監

視しなさいとか、監視社会ですよ、これ。どう見ても私に言うと恐ろしい社会で

す。子供に自主性を人権を最初から粉々にした言葉ですよ、僕はそう思っていま

す。この間、一般質問の中でも教育長に言いましたけど、工藤勇一先生という方の

本を読んだということを言いましたが、これは読まれましたか。この本を読まれ

て、もしよかったら先生の感想があればお聞かせいただきたいのですが。 

○議長（髙田豊繁君） 町岡教育長。 

○教育長（町岡光弘君） 新たなる今までの公教育に対する考え方を基本的に改めてい
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きましょうねというのが、この工藤先生のお話でもあります。中学校を変えたとい

うことから始まっているのですが、教育改革もその方向にいっていますので、もう

一つは、この公教育を一から変えようというのを御存じあるかもしれませんが、基

本的にはそういう自発性、個別性を大事にしていこうという方針であり、そのさま

ざまなのが思いどおりにはいかないけども、私も同感するところがたくさんありま

す。そういう意味では、学校と共有しながら先ほどの前段に書いたように、勉強も

与えられたものばかりやるという基本的なものを、人間が性善説に立つかそうでな

いかによりますが、信用したら全部子供が素直に自主性を育っていけるなら立派で

結構ですが、やはり大人という社会の中で、大人を見て見習っているという規範性

も大事にしなければなりませんので、やはり苦労することを子供の前で大人がやっ

て見せ、その意義を伝えていくというのもこれはある程度抑えですが、模範生だと

いうふうに考えています。この辺のバランスを取りながら、おっしゃるように自由

な社会の中で、自分を自主的コントロールできるような力も育てたいと、小学校４

年生から学びの方も変えています。今のおっしゃられるのを大事にして、もしこれ

が押し付けだと考えるようなら、分量を減らしたり、回数を減らしたりしながら、

文言の語尾をどうしていくかも考えてみたい。 

○議長（髙田豊繁君） ５番、喜山康三君。 

○５番（喜山康三君） 子供の教育というのは、日々の生活とか社会とかおじさんおば

さんの言葉とか、さまざまなものが少しずつ刷り込まれていくわけですよね。そう

いう中で、きちんと子供が自分の考え方を持って発信できるかという環境をどうし

てつくるかというのも、それがやはり教育の重要なものではないかと思うのです。

さっき南有隆議員からも言いましたが、いろいろなＷｉ－Ｆｉだとかそういういろ

いろなコンテンツ、いろいろなものがありますが、これはあくまでも道具なわけで

すよね。子供が何を考え、何をしようとしているかと、少なくともそれを大人が良

し悪しを決めてほしくないですよね。子供がやりたいものはどんなものだろうか

と、これを安全にどういう形で方向付けるための方向付けだけをすれば、僕はそれ

が大人の責任だと思っているし、そういう形で育った子の方が、やはり自発的に自

分なりにいろいろな形で努力してできる子になるのではないかと僕は思っています

ので、それは私の考えですから。でも少なくとも工藤先生の本をずっと読んでいる

中でも、かなり大きなポイントを押さえていると、やはり今おっしゃっているよう

に、規範を押し付けるわけではないのですよね。なぜ規範が必要なのかということ

を教えるのが学校の先生でしょう。だから、その辺のことが前の教育長の時代から

ずっと同じことが続いているのですよ。この辺に対して何にも変わっていない、も

うちょっとやりようがあるのではないですかと思って、学校や教育委員会からいろ
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いろなのが来ますけど、その中に自主独立ね、いろいろな自発、自主性、そういう

のが謳われていますが、中にある文面といったら果たして即しているのか、それを

非常に疑問に思ってこの質問を出したのですが、是非もう一回改めて見直す、そう

いうことをしていただきたいと、それを要望して質問を終わります。ありがとうご

ざいました。これで質問を終わります。 

○議長（髙田豊繁君） ５番、喜山康三君の一般質問を終わります。 

次は、７番、大田英勝君の発言を許します。 

７番、大田英勝君。 

○７番（大田英勝君） 皆さん、おはようございます。山町長におかれましては、２期

８年間の任期の中で最後の議会となりました。これまで任期中には両陛下の行幸啓

や役場新庁舎の落成、そしてまた国頭村との姉妹盟約と忘れることのできないこと

が数多くあったと思います。長い間本当にお疲れさまでした。残された任期は、３

カ月余りとなりました。トラック競技に例えるならば第４コーナーを回って、ラス

トスパートに入ったところだと思います。最後の力を振り絞って有終の美を飾って

いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

本日最後の質問になりましたが、大変気持ちいい答弁もいただいていますので、

簡潔にいきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。令和５年第２回定例

会に当たり、先に通告した件について質問をさせていただきます。 

１ 再犯防止推進計画の策定について 

(1) 平成２８年１２月、再犯防止推進法が公布・施行された。この法律に基

づき、国民が犯罪による被害を防止し、安全で安心して暮らせる社会の実

現を図るため、国は平成２９年１２月に再犯防止推進計画を策定し、地方

公共団体にもその策定を促している。再犯防止推進法では、再犯防止推進

計画の策定が都道府県や市町村にも努力義務として課せられており、鹿児

島県は平成３１年３月に再犯防止推進計画を策定した。本年４月１日現在

で、全国では５２９団体が策定済みで県内でも４市１町が策定済となって

おり、いくつかの市や町でも策定準備が進められている。本町でも、安

心・安全な町づくりを実現するために、早期に再犯防止推進計画を策定す

べきだと考えるが町長の見解を伺いたい。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（髙田豊繁君） 町長。 

○町長（山 元宗君） それではお答えをする前に、本当に大田議員ありがとうござい

ます。私の任期中にコロナが流行ったり、軽石が来たり、そんなことがあって、あ

るいは津波警報が鳴ったりということで、大変町民の皆さんにはお騒がせいたしま
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して、申しわけなかったなと思っているところでございましたが、本当にありがと

うございました。今後ともまたよろしくお願いいたします。 

それでは、お答えを申し上げます。 

近年、国においては、刑法犯により検挙された者の約半数は再犯者という状況が

続いています。罪を犯した人が二度と犯罪をすることなく、社会の一員として立ち

直ることができるよう、再犯防止の取り組みを進めることが重要となっています。 

また、犯罪や非行をした者の中には、さまざまな生きづらさを抱え、立ち直りに

多くの困難を抱える者が少なくありません。その再犯を防止するためには、社会復

帰後、地域社会で孤立させない「息の長い」支援等を、就労、住居、保健医療、福

祉等多岐にわたり、関係機関等が緊密に連携協力して実施することが必要です。 

このように、各般の行政領域にまたがる施策について、整合性をもって総合的に

推進するためには、計画の策定が重要ですので、計画の早期策定を目指して取り組

んでまいります。ありがとうございます。 

○議長（髙田豊繁君） ７番、大田英勝君。 

○７番（大田英勝君） 計画の早期策定を目指すという貴重な答弁をいただきありがと

うございます。本件においては、県が平成３１年３月に再犯防止推進計画を策定

後、市町村の中でまず初めに策定したのが奄美市です。奄美市が令和３年３月、そ

の次が東串良町の令和４年７月、その後伊佐市と日置市、鹿児島市が令和５年３

月、つい最近策定をしています。この中で、単独の策定は東串良町のみです。他の

４市は、地域福祉計画の中に包含した形での策定となっています。そこで、これか

ら今後策定する本町での策定は、よりきめ細やかな内容とするためにも、単独での

策定が望ましいと考えますが、担当課としてはどのように考えておられるのか伺い

ます。 

○議長（髙田豊繁君） 龍野町民生活課長。 

○町民生活課長（龍野勝志君） 策定につきましては、単独の計画として考えていま

す。 

○議長（髙田豊繁君） ７番、大田英勝君。 

○７番（大田英勝君） ありがとうございます。それがやはり最も望ましい形ではない

かと思います。策定を求められているから、何かのついでに一部分大雑把な形で策

定するよりは、やはりいろいろなところに細かいところに配慮が届くような形での

策定こそが、長い目で見ると大変いいのではないかと思いますので、是非ともそう

いう形で取り組んでいただきたいと思います。再犯防止推進法では、５年ごとに再

犯防止推進計画に検討を加えて、必要に応じて変更が求められています。国におい

ては、最初の策定から５年が経過し、検討を加えた第二次の計画が去る３月に閣議
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決定され、今年度からは第二次の推進計画が運用されています。与論町でも町民が

犯罪による被害を受けることを防止して、安全で安心して暮らせる社会の実現を図

るため、先ほども申し上げました、また答弁もいただきましたが、できるだけ早く

に再犯防止推進計画を策定していただきたい、その準備に早速取りかかっていただ

きたいと思います。町長は３月議会で勇退を表明されましたので、残された任期は

長くはありません。是非とも、任期中に策定に道筋をつけてから勇退されるように

願っています。町長の決意のほどをお聞かせいただきたいと思います。 

○議長（髙田豊繁君） 町長。 

○町長（山 元宗君） ありがとうございます。任期中にできるように頑張ってまいり

たいと、また課長とも話を進めてまいりたいと思っています。ありがとうございま

す。 

○議長（髙田豊繁君） ７番、大田英勝君。 

○７番（大田英勝君） ありがとうございます。満額回答ですので、以上で質問を終わ

らせていただきます。ありがとうございました。 

○議長（髙田豊繁君） 大田英勝君の一般質問を終わります。 

ここで暫時休憩します。午後は午後１時半より会議を再開します。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午前１１時１３分 

再開 午後 １時２７分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（髙田豊繁君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第５ 議案第２９号 職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例 

○議長（髙田豊繁君） 日程第５、議案第２９号「職員の特殊勤務手当に関する条例の

一部を改正する条例」を議題とします。 

本案について提案理由の説明を求めます。 

町長。 

○町長（山 元宗君） 議案第２９号、職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正

する条例について提案理由を申し上げます。 

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則が改正され、

新型コロナウイルス感染症の５類移行に伴い所要の改正をするものです。 

御審議され、議決していただきますようお願い申し上げ、提案理由の説明といた

します。 

○議長（髙田豊繁君） 提案理由の説明を終わります。 
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これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（髙田豊繁君） これで質疑を終わります。 

お諮りします。議案第２９号は、会議規則第３９条第２項の規定によって、委員

会付託を省略したいと思います。 

御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（髙田豊繁君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第２９号については、委員会付託を省略することに決定しまし

た。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（髙田豊繁君） 討論なしと認めます。 

これから、議案第２９号、職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条

例を採決します。 

お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（髙田豊繁君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第２９号、職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する

条例は、原案のとおり可決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第６ 議案第３０号 与論町税条例の一部を改正する条例 

○議長（髙田豊繁君） 日程第６、議案第３０号「与論町税条例の一部を改正する条

例」を議題とします。 

本案について提案理由の説明を求めます。 

町長。 

○町長（山 元宗君） 議案第３０号、与論町税条例の一部を改正する条例の提案理由

を申し上げます。 

地方税法等の一部を改正する法律（令和５年法律第１号）、地方税法施行令等の

一部を改正する政令（令和５年政令第１３２号）並びに地方税法施行規則等の一部

を改正する省令（令和５年総務省令第３６号）及び地方税法施行規則の一部を改正

する省令（令和５年総務省令第３７号）は令和５年３月３１日に公布され、原則と

して同年４月１日から施行することになりました。 

これに伴い、所要の改正、規定の整備等を行うため、与論町税条例の一部を改正



 

（41） 

するものです。 

御審議され、議決していただきますようお願い申し上げ、提案理由の説明としま

す。 

○議長（髙田豊繁君） 提案理由の説明を終わります。 

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

５番、喜山康三君。 

○５番（喜山康三君） これは改正の内容が相当多いわけで、なかなか理解するのもき

ついのですが、この条例は主にどういうことが起こるというか、増税になるのか、

どういう形になるのか概要の説明をお願いします。 

○議長（髙田豊繁君） 久野税務課長。 

○税務課長（久野泰司君） お答えいたします。 

経済情勢を踏まえて自動車税及び軽自動車税の環境性能割について、現行の税率

区分を令和５年度末まで据え置くこととして、令和６年３月から３年間の措置とし

て税率区分を段階的に引き上げる処置を講じるなど、環境性能に優れた自動車の普

及の後押しをすることが観点となっています。また、グリーン化特例の適用期間を

３年間延長するなどとなっています。それと納税の整備として、固定資産税や不動

産取得税に係る質問検査権の対象の明確化などが主な内容となっています。以上で

す。 

○議長（髙田豊繁君） これで質疑を終わります。 

お諮りします。議案第３０号は、会議規則第３９条第２項の規定によって、委員

会付託を省略したいと思います。 

御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（髙田豊繁君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第３０号については、委員会付託を省略することに決定しまし

た。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（髙田豊繁君） 討論なしと認めます。 

これから、議案第３０号、与論町税条例の一部を改正する条例を採決します。 

お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（髙田豊繁君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第３０号、与論町税条例の一部を改正する条例は、原案のとお
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り可決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第７ 議案第３１号 与論町国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

○議長（髙田豊繁君） 日程第７、議案第３１号「与論町国民健康保険税条例の一部を

改正する条例」を議題とします。 

本案について提案理由の説明を求めます。 

町長。 

○町長（山 元宗君） 議案第３１号、与論町国民健康保険税条例の一部を改正する条

例の提案理由を申し上げます。 

地方税法等の一部を改正する法律（令和５年３月３１日公布原則令和５年４月１

日施行）に伴う、与論町国民健康保険税条例の所要の改正を行うため、与論町国民

健康保険税条例の一部を改正するものです。 

主な改正内容は、国民健康保険税賦課限度額の引き上げ及び国民健康保険税の軽

減措置について５割・２割軽減の対象世帯に係る所得判定基準の見直し並びに国民

健康保険税課税額について、県から示される標準保険料率に沿った見直し等による

税率の改正をするものです。 

御審議され、議決していただきますようお願い申し上げ、提案理由の説明としま

す。 

○議長（髙田豊繁君） 提案理由の説明を終わります。 

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（髙田豊繁君） これで質疑を終わります。 

お諮りします。議案第３１号は、会議規則第３９条第２項の規定によって、委員

会付託を省略したいと思います。 

御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（髙田豊繁君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第３１号については、委員会付託を省略することに決定しまし

た。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（髙田豊繁君） 討論なしと認めます。 

これから、議案第３１号、与論町国民健康保険税条例の一部を改正する条例を採

決します。 
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お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（髙田豊繁君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第３１号、与論町国民健康保険税条例の一部を改正する条例

は、原案のとおり可決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第８ 議案第３２号 与論町敬老年金支給条例の一部を改正する条例 

○議長（髙田豊繁君） 日程第８、議案第３２号「与論町敬老年金支給条例の一部を改

正する条例」を議題とします。 

本案について提案理由の説明を求めます。 

町長。 

○町長（山 元宗君） 議案第３２号、与論町敬老年金支給条例の一部を改正する条例

について提案理由を申し上げます。 

この改正は、抜本的な町の歳出見直しのため、敬老年金支給額を年額「１万８０

００円」から「１万円」に改正し、支給月を「毎年３月、９月」から「毎年９月」

へ改正するものです。 

御審議され、議決していただきますようお願い申し上げ、提案理由の説明といた

します。 

○議長（髙田豊繁君） 提案理由の説明を終わります。 

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

５番、喜山康三君。 

○５番（喜山康三君） これは老齢年金のカットというか削減のように感じるのです

が、基本的にどういう考えでこれをされているのですか。それについて伺いたいと

思います。これは大分カットされますよね。カットするための条例改正になるよう

な感じを受けているのですがいかがですか。 

○議長（髙田豊繁君） 町本総務企画課長。 

○総務企画課長（町本和義君） お答えいたします。 

この敬老年金の今回の条例の一部改正につきましては、この敬老年金のほかに敬

老祝金という制度がもう一つございまして、これを何か似た質があることから見直

しを行っていただきたいなということで担当課にお願いをしました。というのは、

これまで約１０年の間でクリーンセンターの建設、また庁舎建設、し尿処理施設の

大型事業の整備を行ってきたところでございまして、これもいずれも約１０億円ぐ

らいそれぞれかかっているということで、今後もまた給食センターや学校施設の整

備の建設、またこども園の統廃合による建設など、これからまた大型のハード事業
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が控えており、厳しい財政のかじ取りを行っていく必要がありまして、そういうこ

とから各課において、短期又は中長期における事業についてそれぞれ事業計画を提

出していただいています。その中で緊急に必要なものとかそうでないもの、また恒

常化しているものの見直しとか精査を行いまして、各課協力のもと、予算編成に取

り組んでおりまして、そういうことながらちょっと財政上厳しいものがありまし

て、今回見直しも含めまして、この敬老祝金、年金も含めまして、この関連をまた

見直ししてはどうでしょうかということでお願いをしたところ、今回こういう１万

８０００円から１万円に減額を提出させていただいています。 

○議長（髙田豊繁君） ５番、喜山康三君。 

○５番（喜山康三君） 近年、かなり土木事業が急激に増えて、しかも大型事業が増え

ている。今また役場の前の通りで電線の地中化などいろいろ、かなり大型の土木事

業が多くて、財政的にこれ大丈夫かなと少し危惧しているところがあったのです

が、やはりこういうところに出てくるのですね。それで、これをすることによって

どれだけ財政に貢献しますか。年間どれくらいの貢献があるか説明をお願いしま

す。 

○議長（髙田豊繁君） 林健康長寿課長。 

○健康長寿課長（林 末美君） お答えいたします。 

１万８０００円から１万円になるので、ちょうど半分ぐらいのお金になりまし

て、毎年４００万円超えていた金額から３００万円弱のお金になっています。 

○議長（髙田豊繁君） ５番、喜山康三君。 

○５番（喜山康三君） 昨今いろいろな形でものすごい物価高騰して、これは大変だな

と、こういう御時世の中で、お年寄りで物言えない人をターゲットにしてね、物言

わないからちょっとお金を削ってやれという感じに見えないわけでもないですよ

ね。もう少し、逆にたかが１００万円ではないですかと言いたくなるわけですよ。

どんなものですかね、町長。 

○議長（髙田豊繁君） 町長。 

○町長（山 元宗君） 先ほど課長が申し上げましたように、本当に与論町も事業が

次々重なっておりまして、財政的に苦しんでいます。そういうことで協力をお願い

できないかなということで提案をしているわけです。よろしくお願いします。 

○議長（髙田豊繁君） ５番、喜山康三君。 

○５番（喜山康三君） これは今後これだけではとどまらないと思うのですよ。いろい

ろな水道料とか集落排水、それからさまざまな町民へのいわゆる別の形のサービ

ス、その辺が次々にカットされてくるのではないかと、非常にそういう懸念を持つ

のですが、これはこの辺から考えてみても、かなり大変なことになっているなとい
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う感じがしているのですが、財政当局、一体ここまで切羽詰まった状況になってい

るということを逆に表していますよね、いかがですか。今後、これみたいに住民

サービスの部分というのが全て次々に少しずつカットになるのではないですか。水

道料の値上げとかいろいろなのが値上げしたりとかカットされたりとか、その辺は

どういう感じでお考えですか。これではとどまらないでしょう、恐らく。 

○議長（髙田豊繁君） 町本総務企画課長。 

○総務企画課長（町本和義君） おっしゃるとおりでございまして、断腸の思いでこう

いうのもお願いしているところです。各課からありました、特に町単補助というの

も今まで補助があった部分についても、今後また見直しをしていかなければいけな

いなと思っていますので、どうしてもまた必要な建設事業もございますので、そう

いった中から、今後の計画を各課から上げてもらって、整備していかなければいけ

ないということになりますので、今後各課といろいろな相談をしながら、財政を切

り詰めながら、そして実際に今回このお年寄りに影響になっているわけですが、な

るべく町民サービスの資質が低下しないように、今後もちょっと財政と調整しなが

ら計画を進めてまいりたいと思っています。 

○議長（髙田豊繁君） これで質疑を終わります。 

お諮りします。議案第３２号は、会議規則第３９条第２項の規定によって、委員

会付託を省略したいと思います。 

御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（髙田豊繁君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第３２号については、委員会付託を省略することに決定しまし

た。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（髙田豊繁君） 討論なしと認めます。 

これから、議案第３２号、与論町敬老年金支給条例の一部を改正する条例を採決

します。 

お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（髙田豊繁君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第３２号、与論町敬老年金支給条例の一部を改正する条例は、

原案のとおり可決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 
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日程第９ 議案第３３号 令和５年度与論町一般会計補正予算（第２号） 

○議長（髙田豊繁君） 日程第９、議案第３３号「令和５年度与論町一般会計補正予算

（第２号）」を議題とします。 

本案について提案理由の説明を求めます。 

町長。 

○町長（山 元宗君） 議案第３３号、令和５年度与論町一般会計補正予算（第２号）

について提案理由を申し上げます。 

歳入の主なものとしまして、財政調整基金繰入金７６６２万２０００円、繰越金

６０００万円などを追加しています。 

次に歳出の主なものとしまして、塵芥処理費１２０万２０００円、農村環境整備

事業費１０１０万円、学校給食センター建設基金への積立金に６０００万円などを

追加しています。 

歳入歳出予算にそれぞれ１億１５１１万９０００円を追加し、一般会計予算総額

５０億１８３３万６０００円となっています。 

御審議され、議決していただきますようお願い申し上げ、提案理由の説明といた

します。 

○議長（髙田豊繁君） 提案理由の説明を終わります。 

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

８番、野口靖夫君。 

○８番（野口靖夫君） １０ページを開けていただきたいと思います。１０ページのこ

の旅費に関してなのですが、この中身をまず最初にお聞きしたいと思います。総務

企画課長、１０ページの総務の一般管理費の中の旅費が１６７万円入っていますよ

ね、補正で組まれていますが、これのその中身、いわゆる理由があったらちょっと。 

○議長（髙田豊繁君） 町本総務企画課長。 

○総務企画課長（町本和義君） お答えします。 

これにつきましては、新任の係長研修ですとか、課長研修の職員の研修費に計上

してございます。 

○議長（髙田豊繁君） ８番、野口靖夫君。 

○８番（野口靖夫君） 今度は１８ページをお聞きしたいと思います。予算の中身では

なくて今いろいろとこの間から、私ども議会の委員会の中で、農村整備いわゆる今

畑地帯総合整備事業が朝戸の方で始まっているわけなのですが、その１８ページの

予算書の中には、これは農業委員会なのですが大変減額をされていますが、これを

組み替えしてくれということではなくて、朝戸地区の畑地帯総合整備事業の中身を

見て、ちょっとこれは問題があるのではないかということで、当委員会においては
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いろいろと委員の中から話が出ているのですよ。それでこの間、与論の建設協会の

総会のときに、沖永良部事務所の農地整備課の課長が与論にお見えになっておられ

まして、いろいろと話をしたのです。そのときは副町長も一緒だったのですが、私

は個人的にちょっと話をしたのですが、その中で、やはり現行のほ場整備のあり方

というものは、問題があるのであるならば検討していく必要があるのではないかと

いうことを本人もそう言っておられたのですね。私が何を言いたいかといいます

と、今与論町の場合は、沖縄の主体で鹿児島県の本土とはほ場整備の仕方がまるっ

きり違うのですね。ということを申し上げたら、どういうことか言ったら、のり面

の強度の問題なのですよと、のり面の強度の問題。だから、そののり面の強度の問

題を何とか解決しなければ、この朝戸地区で始まっている畑地帯総合整備事業だけ

の問題ではなくて、今現在済んでいるほ場整備の中にも、のり面の崩壊が非常にひ

どくて、激しくて、一応一生懸命竹村課長が頑張っておられますが、だけども、そ

ういうのがもう今現在やっている工事でさえ起こりつつあると、我々が現場を見て

もそういうのが起こりつつある。だからそういう問題を我々は与論町として、今現

在やっている問題をやる前に、その崩壊する前に、ある程度検討していく必要があ

るのではないかという観点から質問しているわけなのです。それぞれ耕地課長にお

伺いしますが、耕地課長は恐らく県の農地整備課長とは、いろいろと与論の実情は

話しておられると思います。だからある程度把握はしておられると思います。だか

ら、その中で耕地課長は、今現在進めている朝戸地区のほ場整備ののり面の問題と

か工法の問題、これに対してこれはちょっと修正したほうがいいのではないか、ま

た、県の方にも要望していくべきではないかという思いが少しでもあるならば、

ちょっとお聞きしたい。もしもなければ、今度環境経済建設委員会に竹村課長をお

呼びして、じっくり検討していきたいと思いますがいかがですか。 

○議長（髙田豊繁君） 竹村耕地課長。 

○耕地課長（竹村栄作君） お答えいたします。 

朝戸地区のほ場整備の農地のり面、道路のり面につきましては、大分高さもござ

いまして、降雨の大雨等で崩壊するのではないかという懸念を持っているところで

す。土地改良事業の農地そして道路ののり面等の整備については、各地区の推進委

員の皆さんと協議しながら、また地権者の皆様からも農地の改善についてお話もい

ただいています。また、４月でしたか議会の委員会の方でも石積みのお話も頂戴し

たところで、そのお話も含めてその都度、県の方にはおつなぎをしているところで

すが、今のところ石積みの話とかの回答はいただけていないところです。ただ、こ

ちらにつきましては、やはり現在動いている地区そして、これからまた伊波地区も

始まっていきますので、それぞれ地区ごと委員の方からもお声を伺いながら、引き
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続き、継続して要望を上げていかないといけないのかなと思っているところです。 

○議長（髙田豊繁君） ８番、野口靖夫君。 

○８番（野口靖夫君） 課長、私が今申し上げたいことは、早急に検討したらどうかと

いうことではなくて、やはりこれは鹿児島県のほ場整備の基準では、それは今ので

間違いなくそれで当たっていると思う。だが、これは人がやることですので、その

地域に合ったほ場整備の進め方をしなければならないということを申し上げている

のですね。それは恐らく竹村課長もそうだと思います。ですので、どうかひとつこ

れから梅雨時期に入ります。だから崩壊してしまって、せっかく改修をして済んで

から、また作物をつくってから、それが崩壊してしまったら二重の手間がかかるの

ですね。またお互いに、特にその現場を預かる耕地課の皆さんは大変御苦労される

と思うのですよ。だから、そういうことからも今のうちから検討しておいて、そし

てお互いに議会の議員の皆さんは、その地権者の意見も聞いて、我々も現場も調査

していますから、お互いにその役場の執行部の皆さんと意見交換をして、県の方に

要望するべきことを要望していく、そういうことの考え方を持っておくべきではな

いかと思うから申し上げているのですので、あしからずひとつ御理解いただきたい

と思います。それで私どもの委員会にも今度竹村課長をお呼びしますから、そのつ

もりでちょっと前向きに検討していただきたいと思います。 

○議長（髙田豊繁君） ほかに質疑はありませんか。 

５番、喜山康三君。 

○５番（喜山康三君） ２２ページの土木費、財源更生というのが３項目出ているので

すが、いわゆる地方債というのがこれは２１０万円と１２７０万円、これが今度ま

た一般財源の方に振り分けられたような形なのですが、これは地方債が手当てでき

なかったからこうなったのか、その点が１点。先般にも伺ったのですが、消防署前

の叶住宅が、もう住宅はすでに完成しているのに周辺が整備できなくて、ずっと住

宅不足している中でずっと放置されている状態。その中で、２２ページの中に住宅

整備事業費の中に委託料の４６万２千円、これは一体どこの外構工事か、それはま

た緊急を要するものなのか。次のページ、２３ページ、瀬良座住宅の外構工事１３

５０万円、これもまた緊急性があるのか。考えようによっては緊急性がなければこ

ういう予算は、今の叶新築住宅のところの整備に早く回して、住宅の貸し出しを早

急にすべきではないかと思うのですがいかがですか。 

○議長（髙田豊繁君） 裾分建設課長。 

○建設課長（裾分望嗣君） お答えいたします。 

まず最初に、財源更生の件なのですが、当初の７７０１万２０００円、これは当

初の県の方に、国の方に出した要望額です。防災・安全交付金の方の６８９０万円
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も要望額です。その中で決定額が社会資本整備総合交付金の方で７４９１万２千円

と減額で決定通知が下りています。その中で起債の方が要望額より後だったので、

起債額はその決定額にあわせたものを申請しておりまして、また２１０万円を地方

債の方から引いて、一般財源の方に入れています。防災・安全交付金の方も一緒で

す。ということで、また自分たちの事業費がちょっと膨らんだときに、今落とすの

ではなくて、この地方債の方に回して、また二次募集の方で地方債の方で対応して

いこうかなという考えです。 

次の質問なのですが、叶住宅の外構工事、これもこの間の５月３１日の件でも御

説明したように、叶住宅は一応もう入居者は決まっています。入居者の方に御理解

をいただいて、６月２３日に外構の入札を行う予定です。自分たちもまたこの住宅

不足の中、すぐ提供してまいりたいのですが、今の状況ではちょっと提供できない

ような状況になっていますので、御理解をしてください。 

それと瀬良座住宅の外構工事なのですが、これが３号棟の方が一応改修工事も終

わっています。また、あと２戸空きがあったのですが、そちらの方の入居者も決

まっています。瀬良座住宅の外構工事に関しては、目の前の道路の３号棟の前の道

路の拡幅とかその辺の舗装工事、それとあとフェンス工事、そちらの方も順次やっ

ていこうかなと思っています。叶住宅とはまた別の方です。一応繰り越しで出して

いたのですが、５月に入札を行ったところ、皆さん応札がいただけなくて、今度ま

たどうやって応札に応じるのかなということは、繰り越しなのでちょっと予算的に

増額ができないということで、新たに今回外構工事をちょっと早めにやって、早く

移っていただきたいなということで、今回のこの１３５０万円を瀬良座住宅の外構

工事の方に回しています。以上です。 

○議長（髙田豊繁君） ５番、喜山康三君。 

○５番（喜山康三君） いろいろ御都合はあると思いますが、３月にすでにできた住宅

を今年の９月、１０月までそのまま入居もさせないで置いておくということについ

ておかしいなと、先週も町民から、あの住宅はもうできているのに何で早く入れな

いのかなと、ちょっと苦情もあったものでですね。こういう事業の進め方自体ね、

ちょっとちぐはぐではないでしょうか。副町長、こういう事業のあり方はどうお考

えですか。こういう外構だけができないからということで入居できないで、半年近

くほったらかしているわけですよね。これは町民感情からしてみるとおかしな話で

はないですか。半年間いわゆる家賃も入るのに、それも入らないと。どうですか。 

○議長（髙田豊繁君） 久留副町長。 

○副町長（久留満博君） 御指摘ありがとうございます。確かに叶の工事につきまして

は、皆さん方御承知のとおりに材料費の高騰によりまして、一部設計変更等もした
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関係で、外構工事の分が予算的に足りなくなってしまったということもございま

す。今後、大きな課題でありますこの住宅不足の解消につきまして、やはり年度で

きれいな区切りをつけて、入居者を入れることができれば本当によかったわけなの

ですが、この辺については今後注意をしてまいりたいと思います。 

○議長（髙田豊繁君） ８番、野口靖夫君。 

○８番（野口靖夫君） ちょっと教育委員会にお聞きしたいと思います。ページは２７

ページですね、給食センターのことです。給食センターを町長の令和５年度の施政

方針演説の中でも、やはり建設用地の購入、そして整備と基本設計、実施設計に着

手しますと、こういうことで町長は堂々と施政方針を述べられました。そこで今現

在、補正予算書を見ると６０００万円の予算が計上されています。その見通しはど

うなっていますか、まず見通しからお聞きしたいと思います。 

○議長（髙田豊繁君） 川上教育委員会事務局長。 

○教育委員会事務局長（川上嘉久君） ありがとうございます。見通しといいますか、

今回貴重な財源の方を給食センターの建設基金ということで６０００万円を一応計

上させていただいています。給食センターの整備につきましては、今概算で大体１

０億円ぐらいかかるということで考えています。また、文部科学省からの学校環境

改善交付金につきましても、３分の１の補助ということで、この概算金額からしま

すと、大体１億２２００万円ぐらいを予定しています。その残りの金額につきまし

ては、今財政当局と話をしながら、あと民間資金を活用してできないかということ

で、来週あたりにまたもう一度会を開いて、その具体的な方向性をつけたいと考え

ています。以上です。 

○議長（髙田豊繁君） ８番、野口靖夫君。 

○８番（野口靖夫君） 前にも議会の方で、これは私も質問したのですが、この建設に

当たって今建設方法ですね、例えばいろいろな方法があるではないですか、方法は

この間申し上げました。そういう方法も頭の中に入れて、いろいろなことを入れて

検討しておられるのか、それが１点。その大きなネックになっているのは財政面だ

けですか、それとも県の方からの指示待ちだということなのですか、そこら辺を

ちょっと具体的にお聞かせいただきたいと思います。 

○議長（髙田豊繁君） 川上教育委員会事務局長。 

○教育委員会事務局長（川上嘉久君） 一応、財政的な面で今ちょっと１つはネックに

なっていると思います。野口議員さんがおっしゃるとおり、この前も私も議会の方

で言いましたが、ＰＰＰの関係とか民間資金を活用した場合のシミュレーションと

か、そういうものも含めて具体的な方向性を示してまいりたいなと考えています。

あと県からの指示ということに関しましては、来週にちょっとヒアリングがありま
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して、土地の取得の方法でまたヒアリングに行くことになっていますので、その辺

を含めてまた県の指導もいただきながら、今年中に用地買収等もできるようにして

まいりたいと考えています。 

○議長（髙田豊繁君） ２番、原栄徳君。 

○２番（原 栄徳君） 産業課長にちょっとお尋ねをしたいと思います。ページは１９

ページの目１７、ヨロン特産品支援センター運営費９９万８０００円、見るとその

上の畜産振興費がマイナス９９万８０００円になっています。これは振り替えたの

か、振り替えても大変結構ですが、特産品というのは非常に僕は大事だと思います。

この９９万８０００円は目的として、どういう目的で計上されているのか説明いた

だきたいと思います。 

○議長（髙田豊繁君） 堀田産業課長。 

○産業課長（堀田哲也君） 御説明申し上げます。 

この９９万８０００円なのですが、９目の畜産振興費にありますように、町単独

補助金のヨロンアイランドビーフ視察研修旅費の９９万８０００円をそのまま組み

替えという形にしています。特産品の開発ということで、今、島の若い者が島の経

産牛を何とか特産品化しようということで動いておりまして、ただ補助金に対して

の組織母体がなかったもので、島の特産品づくり協議会の方に振り替えをしまし

て、その特産品づくり協議会の方に補助金を出して、ヨロンアイランドビーフの、

いわゆる与論牛の生産についての研修旅費として補助金を出すこととしています。 

○議長（髙田豊繁君） ２番、原栄徳君。 

○２番（原 栄徳君） ありがとうございます。以前から特産品の開発ということで、

毎年事業を進めているようですが、なかなかめぼしい特産品というのが開発をされ

ていないというのが現状だと思います。本当に本腰を入れて、やはり島の特産品を

開発していただきたいと思います。予算も本当に少ないようですが、できれば増額

をしていただいて、本当に関わる方々が安心してゆとりを持って開発できるよう

に、これはまた島の産業の１つの大きな発展の目標ですので、是非力を入れて進め

ていただきたいと思います。以前にもジェラートをつくる高額なアイスクリーム機

を導入されていますが、何か朝岡課長が苦笑いをしていますが、入れたはいいので

すが、私は未だかつてそのジェラートを食べたことがないのですよ。皆さんありま

すかね。ただ入れるだけではなくて、機械は。道具はやはり使いこなしてなんぼで

すので。是非その道具を入れた際は、使いこなせるような技術も導入していただい

て、やはり町民の税金を使っているわけですので、町民にも試食をさせるぐらい

の、やはりそれぐらいの特産品を開発していただきたいと。後ろでも笑っています

が、あまり笑いごとにならないように真剣に取り組んでいただきたいと、与論の産
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業の１つになるように力を入れていただきたいと思っていますので、産業課長よろ

しくお願いいたします。以上です。 

○議長（髙田豊繁君） １番、南有隆君。 

○１番（南 有隆君） よろしくお願いします。８ページの歳入なのですが、一番上の

１目なのですが、個人番号カード交付事業費補助金とあります。これはマイナン

バーカードのことだと思うのですが、現在マイナンバーカードについては、テレビ

とかでトラブルが増えてきていますが、与論町ではそういうことがないのかお伺い

します。 

○議長（髙田豊繁君） 龍野町民生活課長。 

○町民生活課長（龍野勝志君） お答えします。 

今のところ、マイナンバーに関するトラブル等は起きておりません。以上です。 

○議長（髙田豊繁君） １番、南有隆君。 

○１番（南 有隆君） これは本当にトラブルが起きると、病院とかに行ったときに全

く使えなくなるということで、自分たちも何かあったときにはすぐに病院に行っ

て、使えなかった場合には本当に苦労しますので、そういうことがないようにお願

いしたいと思います。それと、保険証の方も来年秋ぐらいには完全に廃止になると

聞いています。それに対して、今後与論町はどのような対策をしていくのかお伺い

したいと思います。 

○議長（髙田豊繁君） 林健康長寿課長。 

○健康長寿課長（林 末美君） お答えいたします。 

県からの通知は今のところ出てはいますが、具体的な方針がまだ出されていない

ので、出されて一緒に考えてまいりたいと思います。 

○議長（髙田豊繁君） １番、南有隆君。 

○１番（南 有隆君） わかりました。出たときには、すばやく町民にわかるように説

明していただきたいと思います。以上です。 

○議長（髙田豊繁君） これで質疑を終わります。 

お諮りします。議案第３３号は、会議規則第３９条第２項の規定によって、委員

会付託を省略したいと思います。 

御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（髙田豊繁君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第３３号については、委員会付託を省略することに決定しまし

た。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 
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［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（髙田豊繁君） 討論なしと認めます。 

これから、議案第３３号、令和５年度与論町一般会計補正予算（第２号）を採決

します。 

お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（髙田豊繁君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第３３号、令和５年度与論町一般会計補正予算（第２号）は、

原案のとおり可決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１０ 議案第３４号 令和５年度与論町国民健康保険特別会計補正予算（第１

号） 

○議長（髙田豊繁君） 日程第１０、議案第３４号「令和５年度与論町国民健康保険特

別会計補正予算（第１号）」を議題とします。 

本案について提案理由の説明を求めます。 

町長。 

○町長（山 元宗君） 議案第３４号、令和５年度与論町国民健康保険特別会計補正予

算（第１号）について提案理由を申し上げます。 

歳入の補正としまして、県支出金県補助金２１０万４０００円を追加していま

す。 

歳出の補正としまして、保健事業費健康づくり推進事業費２０９万２０００円、

保健事業費特定健康診査等事業費１万２０００円を追加しています。 

御審議され、議決していただきますようお願い申し上げ、提案理由の説明といた

します。 

○議長（髙田豊繁君） 提案理由の説明を終わります。 

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

５番、喜山康三君。 

○５番（喜山康三君） 概要の説明をお願いします。 

○議長（髙田豊繁君） 林健康長寿課長。 

○健康長寿課長（林 末美君） お答えいたします。 

国民健康保険のまず歳出の部から説明させていただきます。健康づくり推進事業

費なのですが、委託料で２０８万円、当初の時点で人の確保ができなくて心の健康

づくり事業というのを進められなくて計上していなかったのですが、委託できる看

護師の人材が見つかったので、心の健康づくりということでメンタルヘルスのとこ
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ろの社会復帰だったり、障害者への支援ということで、看護師をお願いして活動し

ていただくことにしています。 

旅費に関しましては、当初の旅費の規定からちょっと足らなかったものを追加し

ています。これに対して県の補助金が１００分の１００なので２１０万円入ります

ということです。以上です。 

○議長（髙田豊繁君） ほかに質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（髙田豊繁君） これで質疑を終わります。 

お諮りします。議案第３４号は、会議規則第３９条第２項の規定によって、委員

会付託を省略したいと思います。 

御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（髙田豊繁君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第３４号については、委員会付託を省略することに決定しまし

た。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（髙田豊繁君） 討論なしと認めます。 

これから、議案第３４号、令和５年度与論町国民健康保険特別会計補正予算（第

１号）を採決します。 

お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（髙田豊繁君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第３４号、令和５年度与論町国民健康保険特別会計補正予算

（第１号）は、原案のとおり可決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１１ 議案第３５号 令和５年度与論町介護保険特別会計補正予算（第１号） 

○議長（髙田豊繁君） 日程第１１、議案第３５号「令和５年度与論町介護保険特別会

計補正予算（第１号）」を議題とします。 

本案について提案理由の説明を求めます。 

町長。 

○町長（山 元宗君） 議案第３５号、令和５年度与論町介護保険特別会計補正予算

（第１号）について提案理由を申し上げます。 

歳入の補正としまして、介護保険料５３万６０００円、国庫補助金３９万８００
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０円、支払基金交付金２９万９０００円、県補助金２０万円を追加しています。 

歳出の補正としまして、地域支援事業費介護予防・生活支援サービス事業費１７

万６０００円、一般介護予防事業費９３万６０００円、包括的支援事業・任意事業

費３２万１０００円を追加しています。 

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１４３万３０００円を追加し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ６億７８９１万７０００円となっています。 

御審議され、議決していただきますようお願い申し上げ、提案理由の説明といた

します。 

○議長（髙田豊繁君） 提案理由の説明を終わります。 

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（髙田豊繁君） これで質疑を終わります。 

お諮りします。議案第３５号は、会議規則第３９条第２項の規定によって、委員

会付託を省略したいと思います。 

御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（髙田豊繁君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第３５号については、委員会付託を省略することに決定しまし

た。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（髙田豊繁君） 討論なしと認めます。 

これから、議案第３５号、令和５年度与論町介護保険特別会計補正予算（第１

号）を採決します。 

お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（髙田豊繁君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第３５号、令和５年度与論町介護保険特別会計補正予算（第１

号）は、原案のとおり可決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１２ 議案第３６号 茶花墓地の指定管理者の指定について 

○議長（髙田豊繁君） 日程第１２、議案第３６号「茶花墓地の指定管理者の指定につ

いて」を議題とします。 

本件について提案理由の説明を求めます。 
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町長。 

○町長（山 元宗君） 議案第３６号、茶花墓地の指定管理者の指定について提案理由

を申し上げます。 

茶花墓地の指定管理者の指定については、地方自治法（昭和２２年法律第６７

号）第２４４条の２第６項の規定に基づき、公の施設の効果的な管理を図るため

に、茶花霊園管理組合を指定するものです。 

御審議され、議決していただきますようお願い申し上げ、提案理由の説明といた

します。 

○議長（髙田豊繁君） 提案理由の説明を終わります。 

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

５番、喜山康三君。 

○５番（喜山康三君） これの協定書の中には、さまざまないわゆる管理組合がしなく

てはならないような、努めなくてはならないような項目がたくさんあるのですが、

この墓地のいわゆる全体の地積図というか測量図面と、その利用状況についての状

況は担当課は把握していますか。 

○議長（髙田豊繁君） 龍野町民生活課長。 

○町民生活課長（龍野勝志君） お答えします。 

地積は地積図で把握しています。それから利用状況については、先に自治公民館

連絡協議会の御協力を得て、その利用状況、どの区画が空き墓地になっているかと

か、そういったことを把握しています。それから墓地の使用者その辺のところもす

でに茶花霊園管理組合の方でその辺も把握していますし、この前の自治公民館連絡

協議会の調査でも把握をしているところです。以上です。 

○議長（髙田豊繁君） ５番、喜山康三君。 

○５番（喜山康三君） 墓地全体の今お答えいただいた区画は、何メーター画であるか

とか、いわゆる占用道路ですね、利用道路がどのような大きさであるかとか、それ

から上水道がどのくらい整備されているかとか、この辺のいわゆる墓地の整備とか

管理のあり方の基本的なデータというものは、今お聞きすると揃えていらっしゃる

ということですが、これは公民館長と一緒に共有されて所有されているわけです

か、いかがですか。 

○議長（髙田豊繁君） 龍野町民生活課長。 

○町民生活課長（龍野勝志君） 公民館長さんとも共有をしているところです。もとも

と町が調査した前から、茶花霊園についてはそのような所有者だとか空き墓地、そ

ういった管理が非常にされておりました。そういうことで今回また条例ができまし

たので、指定管理ということで改めて茶花霊園管理組合に指定管理者としてお願い
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をするということですので、その辺の情報共有はしています。 

○議長（髙田豊繁君） ５番、喜山康三君。 

○５番（喜山康三君） 今、墓地をつくられて利用されている方は別として、茶花の方

もここ近年、相当いわゆる空き場所が増えてきているということをお聞きしている

のですが、また共同墓地の話も出ているわけですよね。そのことによって、いわゆ

る墓地の利用というのももっと減っていくのではないかと。減った場合に、その空

き地の敷地の分をどういう形に管理をされるのか、そのままほったらかしたまま

で、空いたままで置かれるのか。この辺の将来５年、１０年、２０年にわたっての

墓地管理のあり方については、どういう考え方でいらっしゃいますか。 

○議長（髙田豊繁君） 龍野町民生活課長。 

○町民生活課長（龍野勝志君） お答えします。 

空き墓地、空き区画になったときは、すでに３月定例議会の方で条例にも条例規

則で定めましたが、空き墓地になった場合には、町にその空き墓地を、墓所区画を

一旦返還していただくということで、その返還をするときには基本的には更地にし

て返還していただくというような条例規則をつくっています。茶花墓地についても

その条例規則に則って管理はしていただくということです。また、すでに茶花墓地

についてはそういったケースも霊園管理組合と連携して、使用者の方がすでにそう

いうふうな取り組みはしている状況です。 

○議長（髙田豊繁君） ５番、喜山康三君。 

○５番（喜山康三君） 今お聞きすると、墓地全体を管理組合が管理するのか、墓地区

画だけを管理組合が管理するのか、空いた部分は町にお返しするということになり

ますよね。そういう形で聞こえたのですが、そしてそれがちょっとあやふやに思う

のですが、それと空いたのが今後広がる可能性があるわけですよね、見た感じ。そ

したらそこはそのまま放置した状態に置くのか。そこにまた例えばモクマの木が生

えたりとか、アダンの木がいろいろ生えたりとかしますよね、そのときにどういう

感じの管理になるのか。そのあたりはどうですか。 

○議長（髙田豊繁君） 龍野町民生活課長。 

○町民生活課長（龍野勝志君） お答えします。 

墓地全体を管理していただくということです。その町の施設である茶花墓地を茶

花霊園管理組合に指定管理をしていただくということで、全体を管理していただく

ということです。それから、その空き区画になったところはどうするのかというこ

とですが、そこはまた次の使用者に提供できるような状態にして管理をしていくと

いうことです。その空き区画が増えていくのではないかということですが、それは

区画がやはり４５０区画ぐらい茶花墓地はありますが、実際その中で、今５０近く
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の空いている墓地があります。それはこれからの墓地取得者を見込んで、茶花霊園

管理組合の方で例えば一区画の大きさの面積を２分の１にして、そういうふうにま

た準備をしているということでありました。そういうことで空き区画になったとこ

ろも管理をしながら、新たな使用者の方にまた提供できるような体制を整えていく

ということで管理をしていこうと考えています。以上です。 

○議長（髙田豊繁君） ５番、喜山康三君。 

○５番（喜山康三君） 一応、茶花霊園、墓地としても基本的には与論町のものという

考え方ですよね。ということは、茶花地区以外に住んでいる方が茶花に墓を求めた

いと思ったときに、これを茶花霊園管理組合が拒否する権利はないわけですよね。

空いていたら受け入れるのではないかと考えるのですがいかがですか。この茶花に

住んでいる方だけしかここは利用できないという、いわゆる排他的な条項はないは

ずですよね。実はこの間、自治公民館の会で、茶花ではないから断っているという

話を聞いたのですよ。そういうことで考えたら、逆に茶花は空港にも港にも近いわ

けですよね。旅立ちするときとか、久しぶりに島に帰って来たときにも、いの一番

に近いところで親や祖先の墓に拝んで、また旅立っていきたいと、そういう墓に対

する思いもあると思うのですよ。やはりそれを考えたら、別に茶花地区に住んでい

なくても、茶花に墓地が欲しい方はどんどん開放してあげてもいいのではないかと

いうのが僕の考え方なのですよね。だから、もしそういうのがあったら、別に茶花

地区に住んでいない方でも茶花霊園に墓地を持つことができると、それはどうなの

ですか。 

○議長（髙田豊繁君） ここで暫時休憩します。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午後２時３２分 

再開 午後２時３４分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（髙田豊繁君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

龍野町民生活課長。 

○町民生活課長（龍野勝志君） その墓地は町の施設ということであれば、当然それは

公平平等にという基本だと思います。今現在も、茶花地区以外の人も現に使用はし

ています。そこはちょっとまた管理費とかそういったところは少し高めに取ってい

るようですが、基本的には公平公正ということで町の施設なので考えています。こ

れまで茶花霊園管理組合が、条例ができる前から自主管理をしておりましたが、そ

のときに茶花集落民の方々から管理費を取って、自主運営をされていたのですが、

そこのところがちょっとまた町全体から管理費とかそういったものを徴収するとい
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うことになると、少しまた管理組合の方も非常に負担が大きくなるということなの

で、その辺はまた管理組合とも協議しながら、基本は押さえながらそういったとこ

ろをまたどうしていくかということで、今後また協議してまいりたいと思います。

以上です。 

○議長（髙田豊繁君） ２番、原栄徳君。 

○２番（原 栄徳君） １つだけ確認をしたいと思います。まずはその茶花霊園管理組

合が指定管理になったと、順次ハキビナもあるし、前浜もあるし、そういう条件が

整えば指定管理をしていくという考え方ですか。できないところもあるかもしれな

い。その辺はさっきいろいろ話が出たように、はっきりルールを決めていただかな

いと、例えば、我々立長のハキビナの場合は、相当城からも入り、叶からも入り、

いろいろもう共同墓地ぐらいになっています。そうしたときに、その地元民は例え

ば１,０００円で、よそから来た人は１,５００円とね。それはちょっと私が考える

とおかしいのではないかと思います。徴収がしにくいから１,５００円とね、そう

いうちょっと野暮な考え方は良くないと思いますので、一律これですよと、あとは

徴収の仕方を各々で考えていくという方向でないと、今後の指定管理を受けようと

する側が、また非常に困るのではないかと思いますので、是非その一律で、もとも

とは町の資産だから、これだけでしてくださいという、そういう線引きをしてちゃ

んとやってほしいと思います。いろいろごたごたが起こらないように、これはス

タートですので、よろしくお願いいたします。以上です。 

○議長（髙田豊繁君） 龍野町民生活課長。 

○町民生活課長（龍野勝志君） ありがとうございます。茶花霊園管理組合が今回指定

管理になったとすれば、それは先行事例なので、それをもってまた各公民館の方に

各墓地の指定管理をまたお願いしていこうと考えています。やはり指定管理をする

上で、あまりその指定管理をされる団体の負担になると、なかなかこれを受けても

らえないということもありますので、なるべく指定管理を受けていただけるような

ものでお願いしていけたらなと思っています。それは公の施設ですので、与論町民

誰がどこの墓地を利用してもということはあるとは思うのですが、管理する方とし

ては、なかなかやはりその墓地に近い人たちが利用していただけたら、非常に管理

もしやすいかなというところが本音ではあると思うのですよね。そういったところ

で、その辺の兼ね合いも考えながら、指定管理を受けていただけそうな団体と協議

をしてまた進めていけたらなと思っています。以上です。 

○議長（髙田豊繁君） ほかに質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（髙田豊繁君） これで質疑を終わります。 
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お諮りします。議案第３６号は、会議規則第３９条第２項の規定によって、委員

会付託を省略したいと思います。 

御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（髙田豊繁君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第３６号については、委員会付託を省略することに決定しまし

た。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（髙田豊繁君） 討論なしと認めます。 

これから、議案第３６号、茶花墓地の指定管理者の指定についてを採決します。 

お諮りします。本件は、可決することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（髙田豊繁君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第３６号、茶花墓地の指定管理者の指定については、可決され

ました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１３ 議案第３７号 与論町過疎地域持続的発展計画の変更について 

○議長（髙田豊繁君） 日程第１３、議案第３７号「与論町過疎地域持続的発展計画の

変更について」を議題とします。 

本件について提案理由の説明を求めます。 

町長。 

○町長（山 元宗君） 議案第３７号、与論町過疎地域持続的発展計画の変更について

提案理由を申し上げます。 

本町における令和５年度実施事業のうち、一部事業については、その財源として

過疎対策事業債の活用を予定していますが、過疎対策事業債の適用要件として本町

の過疎地域持続的発展計画への追加記載が必要となることから、本町の過疎地域持

続的発展計画書について、鹿児島県との事前協議の上、追加事業分を記載する変更

を行っています。 

御審議され、議決していただきますようお願い申し上げ、提案理由の説明といた

します。 

○議長（髙田豊繁君） 提案理由の説明を終わります。 

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

５番、喜山康三君。 
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○５番（喜山康三君） 全般的にいわゆる土木港湾関係が主に占めているようですが、

その中で最初の水産業、漁港施設の整備のことが載っているのですが、これは漁協

といつも意見交換会とかを委員会の方でもっているのですが、その中で現在茶花漁

港の岸壁が階段状になっているのを、もうその階段を是非埋めて、大型船に対応す

るようにということで何回も要望が来ているわけですよね。それで昔のくり船の状

態で港湾設計みたいのが漁港設計がされているみたいで、先般でもこれを強く要望

されたのですが、これを早急にやっていただきたいと。近々また１２トンクラスの

漁船も入るといううわさも伺っているのですよね。漁船がもう１０トン近く、いわ

ゆる２級船がほとんどを占めるような状況になりつつあると、そういう大型の漁船

に対応できるように、早急に茶花漁港の整備を進めていただきたいと思いますが、

これについてはどういうお考えでしょうか。 

○議長（髙田豊繁君） 裾分建設課長。 

○建設課長（裾分望嗣君） お答えいたします。 

すみません、昨年度までこの過疎地域持続的発展計画の方に、漁港は漁港整備の

方を載せていたのですが、もう茶花漁港の整備も終わりまして、今度はまた維持管

理の方かなということで、去年までは大体１００万円とか２００万円の維持修繕費

で組んでいたのですが、それではちょっと御要望にはお答えできないかなというこ

とで、財政とも話をしてこれは過疎債の方でいけるのではないかということで、大

きく喜山議員が言われるように、その段差解消とか荷捌き場の前の段差の解消、そ

れとかほかのところもそれぐらいの大型の予算を組みまして、また漁協といろいろ

その優先順位をつけながら、２３日にまた総会があるというので、そのところでま

たもう１回漁協の方でその優先順位をつけて、どこからどういうふうに整備をする

のかということを話し合って、それでこちらの方も一応予算化はしていますので、

維持管理をしていこうかなということです。 

○議長（髙田豊繁君） ５番、喜山康三君。 

○５番（喜山康三君） ありがとうございます。今もう船は上架して整備していますけ

ど、船がもう長すぎて、舳先が港より外に出ている状態なのですよね。それでも９

トンクラスなのですが、今度また１２トンのかなり大きな漁船も入るし、今からま

た小型というよりほとんどそういう傾向になりつつありますので、是非この状況に

応じた形で整備を進めていただきたい。ありがとうございます。 

○議長（髙田豊繁君） これで質疑を終わります。 

お諮りします。議案第３７号は、会議規則第３９条第２項の規定によって、委員

会付託を省略したいと思います。 

御異議ありませんか。 
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［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（髙田豊繁君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第３７号については、委員会付託を省略することに決定しまし

た。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（髙田豊繁君） 討論なしと認めます。 

これから、議案第３７号、与論町過疎地域持続的発展計画の変更についてを採決

します。 

お諮りします。本件は、可決することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（髙田豊繁君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第３７号、与論町過疎地域持続的発展計画の変更については、

可決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１４ 同意第 ３号 与論町農業委員会委員の任命の同意について（町島実

和） 

日程第１５ 同意第 ４号 与論町農業委員会委員の任命の同意について（山本池

富） 

日程第１６ 同意第 ５号 与論町農業委員会委員の任命の同意について（遠山和歌

子） 

日程第１７ 同意第 ６号 与論町農業委員会委員の任命の同意について（保喜久

男） 

日程第１８ 同意第 ７号 与論町農業委員会委員の任命の同意について（長尾さと

み） 

日程第１９ 同意第 ８号 与論町農業委員会委員の任命の同意について（牧房男） 

日程第２０ 同意第 ９号 与論町農業委員会委員の任命の同意について（竹村繁

範） 

日程第２１ 同意第１０号 与論町農業委員会委員の任命の同意について（白尾憲

雄） 

日程第２２ 同意第１１号 与論町農業委員会委員の任命の同意について（山下みど

り） 

○議長（髙田豊繁君） 日程第１４、同意第３号から日程第２２、同意第１１号までの

「与論町農業委員会委員の任命の同意について」は一括議題とします。 
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本件について提出者の説明を求めます。 

町長。 

○町長（山 元宗君） 同意第３号から同意第１１号、与論町農業委員会委員の任命の

同意について提案理由を申し上げます。 

与論町農業委員会委員の任命について、農業委員会等に関する法律第９条及び与

論町農業委員会の委員の推薦の求め及び募集に関する要綱に基づき、委員候補者の

募集を行った結果、定数９人に対して１０人の応募がありました。 

与論町農業委員候補者選考委員会設置要綱に基づき、厳正なる選考を行った結

果、次の９人が最適任であると考えています。任期は３年間です。 

同意第３号は、町島実和氏。 

同意第４号は、山本池富氏。 

同意第５号は、遠山和歌子氏。 

同意第６号は、保喜久男氏。 

同意第７号は、長尾さとみ氏。 

同意第８号は、牧房男氏。 

同意第９号は、竹村繁範氏。 

同意第１０号は、白尾憲雄氏。 

同意第１１号は、山下みどり氏です。 

以上９人を農業委員に任命したく、御同意賜りますようお願い申し上げ、提案理

由の説明といたします。 

○議長（髙田豊繁君） 提出者の説明を終わります。 

これから同意第３号から同意第１１号までの質疑を行います。質疑はありません

か。 

５番、喜山康三君。 

○５番（喜山康三君） 今の説明では、定員９人に対して１０人の応募ということで厳

正な審査ということですが、どのような基準で審査されたのですか。それが１点。

２点は、こういう任命同意については、この方の一定の肩書は、議会の方に説明す

るような資料ぐらいは提出してくださいとお願いしたわけです。前回の教育委員会

のときには、御紹介がありましたよね。今回紹介がないわけなのですが、この辺に

少し、さっき私が一般質問をしたように風通しは良くないですよね。コンセンサス

を得てやっていないという感じですよ、ここにいる私たちが要望しても、いかがで

すか。 

○議長（髙田豊繁君） 町本総務企画課長。 

○総務企画課長（町本和義君） 御説明いたします。 
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まず、この農業委員会の任命同意についてです。いかにして選考したかというこ

とですが、これにつきましては、農業委員会の設置要綱に基づいて選考していま

す。選考理由につきましては、農業委員に１０人の申込みがあったのですが、定数

９人に対して１０人の応募がありました。１人は推薦です。残りは立候補というこ

とでございまして、その中から現在の肩書等とかいろいろな各推薦員また自己から

の肩書等をもとに選考してございまして、選考につきましてはその委員候補者に選

考に関する評価基準というのを設けてございます。評価項目としては地域に対して

農業者からの信頼があるかどうかとか、地域からの信頼若しくは農業への熱意、農

業への見識度がどうなのかとか、地域農業への精通度はどうであるかとか、またそ

れぞれの農業などの役員歴とか農業者等からの信頼度、地域からの信頼度、あらゆ

る人格も含めまして、その他評価に関する事項を付けて、それぞれ評点をしまして

評価をしてございます。その結果、今申し上げました９人の方々が適正ではないか

ということで選考してございます。これにつきまして、また議会の同意をいただい

て正式な任命ということになっていますので、御審議のほどよろしくお願いしたい

と思います。 

○議長（髙田豊繁君） ５番、喜山康三君。 

○５番（喜山康三君） 経歴の紹介とか、それを議会の方にこれを同意を求めるときに

出してくださいとお願いをしていたわけですよね。それが出されていないわけです

よね。だから、その辺は少し何とか約束は守ってもらえないのか、お願いはできな

いのかなと思うのですが、そういう意味で要望しているのですけどね。今、選考し

ているときに肩書だとかいろいろおっしゃっていましたよね。私たちもそれを見た

いわけですよ。この方はどういう意味で農業委員に選ばれたのか、またどういう実

績があるかも知りたいわけです。そういう意味でもその紹介はやっていただきた

かった。後ほどでもいいですから、是非議会の方に提出していただきますようお願

いしておきます。今後何かあるときには是非これをお願いしたいと思いますので、

よろしくお願いします。 

○議長（髙田豊繁君） ほかに質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（髙田豊繁君） これで質疑を終わります。 

お諮りします。同意第３号から同意第１１号までは、会議規則第３９条第２項の

規定によって、委員会付託を省略したいと思います。 

御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（髙田豊繁君） 異議なしと認めます。 
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したがって、同意第３号から同意第１１号までについては、委員会付託を省略す

ることに決定しました。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（髙田豊繁君） 討論なしと認めます。 

これから、同意第３号、与論町農業委員会委員の任命の同意についてを採決しま

す。 

この採決は、起立によって行います。本件は、これに同意することに賛成の方は

起立願います。 

［賛成者起立］ 

○議長（髙田豊繁君） 起立多数です。 

したがって、同意第３号、与論町農業委員会委員の任命の同意については、同意

することに決定しました。 

これから、同意第４号、与論町農業委員会委員の任命の同意について採決しま

す。 

この採決は、起立によって行います。本件は、これに同意することに賛成の方は

起立願います。 

［賛成者起立］ 

○議長（髙田豊繁君） 起立多数です。 

したがって、同意第４号、与論町農業委員会委員の任命の同意については、同意

することに決定しました。 

これから、同意第５号、与論町農業委員会委員の任命の同意について採決しま

す。 

この採決は、起立によって行います。本件は、これに同意することに賛成の方は

起立願います。 

［賛成者起立］ 

○議長（髙田豊繁君） 起立多数です。 

したがって、同意第５号、与論町農業委員会委員の任命の同意については、同意

することに決定しました。 

これから、同意第６号、与論町農業委員会委員の任命の同意についてを採決しま

す。 

この採決は、起立によって行います。本件は、これに同意することに賛成の方は

起立願います。 

［賛成者起立］ 
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○議長（髙田豊繁君） 起立多数です。 

したがって、同意第６号、与論町農業委員会委員の任命の同意については、同意

することに決定しました。 

これから、同意第７号、与論町農業委員会委員の任命の同意についてを採決しま

す。 

この採決は、起立によって行います。本件は、これに同意することに賛成の方は

起立願います。 

［賛成者起立］ 

○議長（髙田豊繁君） 起立多数です。 

したがって、同意第７号、与論町農業委員会委員の任命の同意については、同意

することに決定しました。 

これから、同意第８号、与論町農業委員会委員の任命の同意についてを採決しま

す。 

この採決は、起立によって行います。本件は、これに同意することに賛成の方は

起立願います。 

［賛成者起立］ 

○議長（髙田豊繁君） 起立多数です。 

したがって、同意第８号、与論町農業委員会委員の任命の同意については、同意

することに決定しました。 

これから、同意第９号、与論町農業委員会委員の任命の同意についてを採決しま

す。 

この採決は、起立によって行います。本件は、これに同意することに賛成の方は

起立願います。 

［賛成者起立］ 

○議長（髙田豊繁君） 起立多数です。 

したがって、同意第９号、与論町農業委員会委員の任命の同意については、同意

することに決定しました。 

これから、同意第１０号、与論町農業委員会委員の任命の同意についてを採決し

ます。 

この採決は、起立によって行います。本件は、これに同意することに賛成の方は

起立を願います。 

［賛成者起立］ 

○議長（髙田豊繁君） 起立多数です。 

したがって、同意第１０号、与論町農業委員会委員の任命の同意については、同
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意することに決定しました。 

これから、同意第１１号、与論町農業委員会委員の任命の同意についてを採決し

ます。 

この採決は、起立によって行います。本件は、これに同意することに賛成の方は

起立願います。 

［賛成者起立］ 

○議長（髙田豊繁君） 起立多数です。 

したがって、同意第１１号、与論町農業委員会委員の任命の同意については、同

意することに決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（髙田豊繁君） 以上で、本日の日程は、全部終了しました。 

次は、６月１６日金曜日、本会議です。午後３時までに御参集願います。 

本日は、これで散会します。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

散会 午後３時００分 
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令和５年第２回与論町議会定例会会議録 

令和５年６月１６日（金曜日）午後３時００分開議 

 

１ 議事日程（第２号） 

  開議の宣告 

第１ 議案第３８号 与論町Ｂ＆Ｇ海洋センター設置及び管理に関する条例の一部

を改正する条例 

第２ 議案第３９号 令和５年度与論町一般会計補正予算（第３号） 

第３ 議案第４０号 令和５年度与論クリーンセンター美ら島焼却炉及び機械設備

修繕工事契約の締結について 

第４ 陳情第 ５号 与論島国立公園の開発に反対する陳情書について（環境経済

建設常任委員長報告） 

第５ 陳情第 ６号 義務教育費国庫負担率の引き上げをはかるための、２０２４

年度政府予算に係る意見書採択の陳情について（総務厚生文

教常任委員長報告） 

第６ 発議第 １号 義務教育費国庫負担率の引き上げをはかるための、２０２４

年度政府予算に係る意見書の提出について（林隆壽議員ほか

２人提出） 

第７ 所管事務調査報告（総務厚生文教常任委員長） 

第８ 閉会中の継続審査・調査について 

総務厚生文教常任委員会、環境経済建設常任委員会、広報常任委員会、議会

運営委員会、港湾・空港整備促進特別委員会、共同納骨堂建設促進特別委員

会 

（追加日程） 

第９ 髙田豊繁君の議員の辞職について 

 

２ 出席議員（１０人） 

  １番 南   有 隆 君      ２番 原   栄 徳 君 

  ３番 林   敏 治 君      ４番 林   隆 壽 君 

  ５番 喜 山 康 三 君      ６番 福 地 元一郎 君 

  ７番 大 田 英 勝 君      ８番 野 口 靖 夫 君 

  ９番 沖 野 一 雄 君     １０番 髙 田 豊 繁 君 

 

３ 欠席議員（０人）      欠員（０人） 
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４ 地方自治法第１２１条による出席者（１７人） 

町    長 山   元 宗 君  副 町 長 久 留 満 博 君 

教 育 長 町 岡 光 弘 君  総務企画課長 町 本 和 義 君 

会計管理者兼会計課長 朝 岡 芳 正 君  税 務 課 長 久 野 泰 司 君 

町民生活課長 龍 野 勝 志 君  健康長寿課長 林   末 美 君 

産 業 課 長 堀 田 哲 也 君  耕 地 課 長 竹 村 栄 作 君 

商工観光課長 松 村 靖 志 君  建 設 課 長 裾 分 望 嗣 君 

教育委員会事務局長 川 上 嘉 久 君  環 境 課 長 大 馬 福 徳 君 

水 道 課 長 仁 禮 和 男 君  与論こども園長 吉 田 朋 子 君 

茶花こども園長 富   千加代 君 

 

５ 議会事務局職員出席者（２人） 

事 務 局 長 町   健司郎 君  書    記 池 田 レ ミ 君 
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開議 午後３時００分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（髙田豊繁君） これから、本日の会議を開きます。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１ 議案第３８号 与論町Ｂ＆Ｇ海洋センター設置及び管理に関する条例の一

部を改正する条例 

○議長（髙田豊繁君） 日程第１、議案第３８号「与論町Ｂ＆Ｇ海洋センター設置及び

管理に関する条例の一部を改正する条例」を議題とします。 

本案について提案理由の説明を求めます。 

町長。 

○町長（山 元宗君） 議案第３８号、与論町Ｂ＆Ｇ海洋センター設置及び管理に関す

る条例の一部を改正する条例について提案理由を申し上げます。 

本町の公共施設の使用料については、消費税率の改正時における変更や大幅な施

設改修等の仕様変更による変更を除き、長年にわたって料金が据え置かれてきたも

のも多く、その後の社会情勢の変化、公共施設等を取り巻く環境変化、また新たな

行政課題に対応していく必要性の観点からも適正な見直しは必要と考えます。 

使用料は、使用者から見れば当然安価であればあるほど喜ばしいものですが、公

共施設の維持管理や運営に要する経費の不足分は公費で補うことになり、利用しな

い町民の方々にも間接的に経費を負担せざるを得ません。施設を利用する方としな

い方の負担の公平性を考慮したとき、利用者に応分の負担をいただく「利用者（受

益者）負担の原則」が必要であると考えます。 

本町は、観光地でもあることから島外利用者も多く、島内における同様のアク

ティビティ事業者等に比べ、安価な使用料のため不均衡が起き、民業圧迫との意見

が上がっていることも事実です。Ｂ＆Ｇ海洋センターを設立した当初の理念である

「あらゆるスポーツ・レクリエーションを通じて、住民の福祉増進とたくましく豊

かな人間性を持った健全な青少年を育成する」ことに鑑みても、施設維持と人材の

安定確保が必要と考えます。そのために特にＢ＆Ｇプール及び艇庫に関する使用料

については、格差改善と見直しを行い、収益性の改善や運営体制の安定化につなげ

るとともに、住民サービス向上と財政負担の軽減を図ります。 

以上の理由から、条例を一部改正する必要があります。 

御審議され、可決していただきますようお願い申し上げ、提案理由の説明といた

します。 

○議長（髙田豊繁君） 提案理由の説明を終わります。 

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 



 

（72） 

５番、喜山康三君。 

○５番（喜山康三君） このＢ＆Ｇのこういういろいろなオプション、いわゆる遊びと

いうかオプションとかＢ＆Ｇそのものの最初の目的は、地域の住民の子供たちの育

成のためだという形と思っていたのですが、観光客の利用もあり、一般レジャー

サービス業との兼ね合いもあり、今、金額を上げるという御説明ですが、たとえ前

の旧料金を見ても、こういう例えばウェイクボードとか小さなボートとかの金額に

しても、１,０００円とか１,５００円あるいは２,０００円、それも大体１時間以

内。地元の子供たちにしてもこれだけの金額を負担して、果たしてどれだけの子供

たちが使っているのかなというのがすごく疑問に思っているのですが、現状までの

Ｂ＆Ｇのこういうオプションの利用状況、これについての説明はありませんか。 

○議長（髙田豊繁君） 川上教育委員会事務局長。 

○教育委員会事務局長（川上嘉久君） ありがとうございます。 

子供たちの活動状況についてですが、基本的に与論町の子供たちは、ほとんどが

Ｂ＆Ｇ与論海洋クラブの会員に登録されています。その会員登録された子供たち

が、実際その施設を利用して行っているのが現状です。ちなみに、令和４年度にお

きましては、子供たちの延べ人数として２２７人、海洋クラブの会員として大人が

登録されている方が延べ人数で７６人、計３０３人が昨年度の実績となっていま

す。以上です。 

○議長（髙田豊繁君） ５番、喜山康三君。 

○５番（喜山康三君） では、利用料の金額の総額はいくらになっていますか。 

○議長（髙田豊繁君） 川上教育委員会事務局長。 

○教育委員会事務局長（川上嘉久君） Ｂ＆Ｇ艇庫の全体の利用料金は、艇庫の方は４

６万７５９０円になっています。 

○議長（髙田豊繁君） ５番、喜山康三君。 

○５番（喜山康三君） そのうちの観光客と地元の割合は、どういう状況になっていま

すか。 

○議長（髙田豊繁君） 川上教育委員会事務局長。 

○教育委員会事務局長（川上嘉久君） お答えいたします。 

島外が１,０２１人、島内が９８３人の割合というか、人数はそのようになって

います。 

○議長（髙田豊繁君） ５番、喜山康三君。 

○５番（喜山康三君） そしたら、海洋クラブに登録された方がこの設備を利用した

ら、例えば割引とかいろいろ特典があると思うのですが、大体どういう状況で特典

を与えていますか。 
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○議長（髙田豊繁君） 川上教育委員会事務局長。 

○教育委員会事務局長（川上嘉久君） お答えをいたします。 

Ｂ＆Ｇ海洋クラブの会員は会費を払っておりまして、その会員の会費の２５％を

年間の施設の何を使ってもいいということで、利用料として２５％を会費の中から

その施設の利用料として支払っています。 

○議長（髙田豊繁君） ５番、喜山康三君。 

○５番（喜山康三君） このオプションというかこういう設備の目的は、やはり地元の

子供たちが積極的にたくさん利用してもらうということが一番の目的ではないかと

思いますので、これだけの高い金額では、これを何割引かわかりませんけど、なか

なか利用しづらいと。そして見ていても、ほとんど利用している人が少ない。私、

自分の家の行き帰りにちょこちょこ寄って見ているのですが、もっと積極的に地元

の子供たちが利用できるように。それとともに先日沖縄の青の洞窟で、溺死という

か事故も多発していることが問題になっていますが、是非、海難事故の安全対策、

その辺も怠りがないように、きちんと体制を整えて進められることを要望しておき

ます。以上です。 

○議長（髙田豊繁君） ほかに質疑はありませんか。 

２番、原栄徳君。 

○２番（原 栄徳君） 使用料の値上げの理由を先ほど町長からお聞きしましたが、本

当のその使用料を上げるという、もろもろの理屈がいっぱい付いておりましたが、

民間のマリンスポーツの代金とほぼ似たような種類があるのですが、民間の業者に

あわせてその利用料金をセットしたと、そういうことはないですか。それで民間の

業者とあわせるような金額体制にもっていったと、そういうことはないでしょうか。 

○議長（髙田豊繁君） 川上教育委員会事務局長。 

○教育委員会事務局長（川上嘉久君） お答えいたします。 

あわせてはいませんが、若干民間よりは安くなっています。 

○議長（髙田豊繁君） ２番、原栄徳君。 

○２番（原 栄徳君） 若干は安くなっていると、何百円かだと思いますが、これで先

ほど喜山議員からもありましたように、使用料を上げることによって利用率が下が

る可能性は私は非常にあると思います。一般の業者から話を聞いたのですが、Ｂ＆

Ｇがあるからうちらはお客様の誘致が非常に難しいと、ほとんど向こうが安いから、

向こうに流れていくというような話も伺いました。だから皆さんも同じように考え

ていらっしゃると思います。やはりこのＢ＆Ｇをつくった目的、財団の方から海洋

スポーツ、海洋教育にという話で、与論町も受け入れ、そしてまた今日に至ってい

るわけなのですが、やはり町民の福祉、町民に本当に喜んで使ってもらえる、使用
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してもらえることを考えると、やはり町の運営費とか修繕費、それはわかりますよ、

もともとタダで貰っているわけだから、あとは修繕しないといけないのです。でも、

そういうのはもともと覚悟の上で私は受け入れていると思います。この上げたから

といって、使用料が増えて修繕費にも回せるということにはならないと私は思いま

す。できれば、観光客と町民と分けて料金設定をしたらどうですか。考え方として

は、これは観光客を対象にしている部分が僕はあると思いますよ。その辺どうです

か。 

○議長（髙田豊繁君） 川上教育委員会事務局長。 

○教育委員会事務局長（川上嘉久君） 一応観光客には、この条例に示しました料金の

１０割増しということで、２倍になる金額で対応することになっていますので、観

光客と地元の金額的な差は生じているので、その中で何とかできないかと考えてい

ます。 

○議長（髙田豊繁君） ２番、原栄徳君。 

○２番（原 栄徳君） その観光客と島民の方を分けているということで、その２倍、

その１０割増し、４,０００円が８,０００円になるのですか。 

○教育委員会事務局長（川上嘉久君） そうです。 

○２番（原 栄徳君） 余計にそれは観光客にとっても不利益だし、もう少しいい方法

はないのですか。１０割増して、何か聞いておかしな話ではないですか。それで観

光客が来なくなればいいかもしれないが、もう少し工夫して、使用料金の料金設定

をしたほうが私はいいような気がしますが、もっと利用してもらうためには、やは

りそれは与論町としていろいろ負担はあろうかと思いますが、利用してなんぼです

ので、上げてみて今年利用してみて、結果を見てまた来年は変えるとかいう考え方

もあろうかと思いますが、１回また変えたら来年変えるというわけにはいかないだ

ろうし、その辺もう少し検討したらいかがかなと思うところが結構多々あるのです

が、その辺はいかがでしょうか。 

○議長（髙田豊繁君） 町岡教育長。 

○教育長（町岡光弘君） おっしゃられるように、例えばこの辺は難しいので、先ほど

ありましたように、子供たちの海洋教育、そういったものにも十分できるようにと

いうことで、子供たちにはさまざまな方法で減免というような形を運用の中でやっ

ていますので、決して高くならないように、大いに使えるようなセット料金みたい

なものも仕組んでいるところです。その一般町民というのが、例えばカヌーが今度

６００円ですが、２倍で町民が借りた場合に１,２００円となりますよね、カヌー

の例で申し上げますと。一般の民間を見てみますと１,２００円になっているわけ

です、ほかのところでやっているのは。値段がそういう状況になっていて、この部
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分のペアカヌーとかでは２,４００円ぐらいになっているわけです。これは民間の

ある例ですので、単純には値下げ、値上げもあるでしょうが、そういう考え方から

すると、与論町が相当大きなものの取り方をしているというような形ではないとい

うことを考えています。最後に、試算をしてこれで大きな損得が出るか、儲けが出

るかというのも、現実には令和４年度の利用状況をこの率に当てはめても、二、三

十万円も大きく上がりません。相対的に試算をしてみるとですね。今、原議員が

おっしゃるように、来年が令和４年度よりも大いなる活用をすれば少し上がるかも

しれませんが、活用が減ったら今の試算よりも減ってくるというところですので、

大きな変動で儲けがあったりということの算定はぎりぎり検討して、このような額

を考えてありますので、来年もずっと統計を取っていますので、統計を取りながら

またお示しをしていくという形で、より良い方法を考えてまいりたいと思っていま

す。 

○議長（髙田豊繁君） ２番、原栄徳君。 

○２番（原 栄徳君） 本当に町民の方が喜んで利用したいというような値段設定も、

町民に対しては私は必要だと思いますよ。町民の福祉にためにいただいているわけ

ですので、そこで運営が厳しいとか、施設管理に維持管理に金がかかるとか、それ

は別の問題だと思いますよ。だからできるだけ町民には優しく、観光客からは取っ

ていいでしょう。利用税もプラスぐらいに取っていいと思いますよ。だから、でき

るだけ与論町民には優しい使用料金で対応していただきたいと思っています。以上

です。 

○議長（髙田豊繁君） ほかに質疑はありませんか。 

１番、南有隆君。 

○１番（南 有隆君） 料金についてなのですが、値上げしているものもあれば料金据

え置きになっているものもあるのですが、それについて説明をお願いします。 

○議長（髙田豊繁君） 川上教育委員会事務局長。 

○教育委員会事務局長（川上嘉久君） これはこれまでの利用率を見まして、利用が多

いところの方は一応上げたりしています。また一部削除もしています、もうその機

材がないということで削除も行っています。 

○議長（髙田豊繁君） １番、南有隆君。 

○１番（南 有隆君） それでは、この料金設定を島内外にどのように告知しようと考

えているのか伺います。 

○議長（髙田豊繁君） 川上教育委員会事務局長。 

○教育委員会事務局長（川上嘉久君） ヨロンＳＣの方で指定管理ということで行って

います。また、ヨロンＳＣの方でインターネットのホームページ等とかで料金とか
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の方のお知らせもしていますので、その中でまた変更になった部分等について、お

知らせをするようにしたいと思っています。 

○議長（髙田豊繁君） １番、南有隆君。 

○１番（南 有隆君） わかりました。先ほどから料金が高いとかという話もあります

が、高くてもやはり使いたくなる、サービスが充実しているということをアピール

して、売上げアップに努めていただきたいと思います。以上です。 

○議長（髙田豊繁君） これで質疑を終わります。 

お諮りします。議案第３８号は、会議規則第３９条第２項の規定によって、委員

会付託を省略したいと思います。 

御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（髙田豊繁君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第３８号については、委員会付託を省略することに決定しまし

た。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（髙田豊繁君） 討論なしと認めます。 

これから、議案第３８号、与論町Ｂ＆Ｇ海洋センター設置及び管理に関する条例

の一部を改正する条例を採決します。 

お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（髙田豊繁君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第３８号、与論町Ｂ＆Ｇ海洋センター設置及び管理に関する条

例の一部を改正する条例は、原案のとおり可決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第２ 議案第３９号 令和５年度与論町一般会計補正予算（第３号） 

○議長（髙田豊繁君） 日程第２、議案第３９号「令和５年度与論町一般会計補正予算

（第３号）」を議題とします。 

本案について提案理由の説明を求めます。 

町長。 

○町長（山 元宗君） 議案第３９号、令和５年度与論町一般会計補正予算（第３号）

について提案理由を申し上げます。 

歳入に、財政調整基金繰入金６０万１０００円を追加しています。 

次に歳出の主なものとしまして、総務管理費６万２０００円、保健衛生費５３万
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９０００円を追加しています。 

歳入歳出予算にそれぞれ６０万１０００円を追加し、一般会計予算総額５０億１

８９３万７０００円となっています。 

御審議され、議決していただきますようお願い申し上げ、提案理由の説明といた

します。 

○議長（髙田豊繁君） 提案理由の説明を終わります。 

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

９番、沖野一雄君。 

○９番（沖野一雄君） 私の方は１カ所だけなのですが、少し２、３点お伺いをしま

す。ページでいきますと７ページの環境対策費、今回の補正の一番肝になる部分だ

と思うのですが、報酬のところで委員報酬、景観条例検討委員会、予算計上１５万

３０００円が計上されているのですが、まず、その景観条例については皆様御案内

のとおり、今回の６月議会に、与論島国立公園の開発に反対する陳情書というのが

上がっています。それとの関わりがありますので確認をしたいと思いますが、この

景観条例の今回は検討委員会という形で予算計上されていますが、今後の景観条例

の策定についての基本的な考え方、今後の進め方、方向性、それから具体的なスケ

ジュール、景観条例策定までのですね。その効果もどうなるのかというところが気

になるのですが、その基本的な考え方からスケジュールまで、町長ないしは副町長

の方にお答えを求めたいと思います。環境課長でもオッケーです。 

○議長（髙田豊繁君） 大馬環境課長。 

○環境課長（大馬福徳君） お答えいたします。 

基本的なスケジュールは６月１日、今月ですね、検討委員会の設置要綱の方を告

示させていただいています。今、検討委員会のメンバーの構成をお願いしていると

ころでありまして、専門家の方を２人ほど、今、鹿児島大学の方に打診をして、教

授の方の推薦をしていただいている途中です。メンバーは２０人ほど、その中に各

所管する担当課長も含まれますが、議会の代表の方そして自公連の代表の方、各種

団体の方、今回陳情を出されている代表の方等々を含めて２０人ほどをこれからお

願いする予定です。スケジュールとしましては、委員の選定依頼を行いまして、７

月に第１回の会をもちまして、あと与論町の現状を把握するために、委員含めて調

査に２カ月ほど入りたいと思います。その資料をもとに保護区のそれぞれの設定、

それを専門家の教授の方に御指導を仰ぎながら、選定並びにそのルールづくりを

行ってまいりたいと思います。私の方で模範としている大分県湯布院の方のスケ

ジュール的には２、３年ぐらいかかっているのですが、昨今の現状を踏まえて、早

期に制定をしてほしいという町民からの意見もございますので、頑張って１年から
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１年半ぐらいを目途にその条例を制定して、それを運営しながら不備のあるところ

はまた条例改正なり、そのきめ細やかなものはまたマスタープランなりルールづく

りの方で、それを補てんしてまいりたいと考えています。 

○議長（髙田豊繁君） ９番、沖野一雄君。 

○９番（沖野一雄君） 今、課長の方から説明がありました。おおむね理解はできまし

た。私が質問を申し上げているのは、要するにポイントとしましては、与論は御案

内のとおり国立公園に指定されていますし、周辺の島は、沖縄それから奄美の方は

世界自然遺産に指定されています。世界から注目される島々になっています。そう

いう中で、与論は国立公園ということで周辺の島々がまた世界遺産ということで、

やはり観光という面でも非常に追い風が吹いています。ちょうど今コロナも収束し

まして、これからさあ行くぞと、観光を中心とした経済が回っていくと思うのです

よね。マイナスの要因も、畜産の低迷とか心配される懸念もありますが、この機を

逃したらなかなか経済がまた浮揚しないということになっていきますので、是非こ

の今の追い風を使って、利用して活用して、やはりどうしたら観光客を呼んで経済

を回していけるか、また同時に、国立公園としての自然保護をどうやって図ってい

くかという、この２つのいわば相反するバランスですよね、これは非常に重要で

す。そのためのルールづくりがこの景観条例になりますので、この与論でつくる景

観条例が、いわば外海離島、離島へき地の観光地として、しっかりやっているとこ

ろのいわばモデルになるような形で、自然保護と開発に関するバランスモデルにな

るような条例をつくっていただきたい。それも先ほど課長の方から、例えば湯布院

の例では２、３年かかっているというお話でしたが、是非これを期間を短縮してい

ただいて、湯布院とまた与論では全然立地条件、地勢が違いますので、与論は独自

に周りは海に囲まれていますし、そのためにいろいろな条件整備もまた同時にあわ

せてやっていかなくてはいけませんので、そのあたりしっかりスケジュール調整し

ながら、急いでやっていただきたいということと、理想とするモデルになるような

景観条例をつくっていただきたいということです。自然公園法であるとか森林法で

あるとか、それから国定公園法ですね、そういった法律でカバーしきれないような

部分を、かゆいところをしっかりかけるようなそういうルールづくり、そういうこ

とをしっかりやっていただきたいということで、私は質問させていただきました。

町長でも副町長でもその決意について、もう町長はちょっと任期がありませんが、

しっかりと次の方にも引き継いでいただくように、そういう意味で町長からもお答

えをいただきたいと思いますが、どうでしょう、しっかり引き継ぎについてもあわ

せて決意をお聞かせください。 

○議長（髙田豊繁君） 町長。 
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○町長（山 元宗君） 御意見いただきましてありがとうございます。今ありますよう

に、本当に我々観光の振興とそれから自然保護という非常に相反するような立場に

ありますが、どちらからも両方の立場で意見を伺いながら、本当に与論にふさわし

い条例をつくっていければと思っています。私はいつも思うのですが、次の世代の

子供たちにいい島を残していけるような、そういうような立場で検討を重ねながら

いい条例をつくっていって、本当に島の自然を守りながら、また島の発展を考えて

いくということで、次の方にもお願いをしてまいりたいと引き継いでまいりたいと

思います。よろしくお願いします。 

○議長（髙田豊繁君） ８番、野口靖夫君。 

○８番（野口靖夫君） ただいま沖野議員の方から詳しく話をされましたが、私の方か

ら後ほど委員長報告という形で、今回提出されている陳情書の議論の中身を報告さ

せていただきますが、私が一番心配するのは何かといいますと、やはりこの問題は

１人の大馬環境課長だけの問題ではなくて、全ての課長の責任、全ての与論町民の

責任だと、与論町の町民を代表する議会の責任でもあるのだということの意識を

持って、これを進めていかなければならないと私は思うのです。そういう意味にお

いて、後ほど委員長報告をさせていただきますが、そこで先ほど申し上げましたよ

うに、各々の課長の皆様方の名前も試案としてこの案の中に載っています。ですか

ら、お互いに自分のことだと思って、自分の島だと思ってひとつ是非話をしていた

だきたいと思うのですが、代表して新しく産業課長になった産業課長、あなたが代

表して、あなたがどう思っているかそのお気持ちをお聞かせいただきたいと思いま

す。 

○議長（髙田豊繁君） 堀田産業課長。 

○産業課長（堀田哲也君） お答えいたします。 

代表いたしましてというので大変おこがましいことではありますが、私見として

であれば私の方から申し上げます。非常にこの船倉地区の自然保護に関しての陳情

というのも拝見させていただきまして、どうやってその海岸端の環境を守っていく

かというのは、与論の観光を推進していく上では非常に大事なことだと思っていま

す。また一方では、個人所有地に係ることであるので、その辺のきちんと法整備と

その条例を整えた上で話していかないといけないかなとは思っていますので、今回

いただいた陳情とまた今後進めていく景観条例をもとに、町長もおっしゃっていた

ように後世に何と残していくかということを第一に考えて、行政も町民も含めて一

緒に考えていければなと思っています。よろしくお願いします。以上です。 

○議長（髙田豊繁君） ８番、野口靖夫君。 

○８番（野口靖夫君） なぜ、私がこういうことをあなたにお聞きするかといいます
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と、決していじめではないです。というのは、あなたが将来性があるから申し上げ

ているのです。本当の真心を持っていると私は思っているのです。というのは、こ

の我々の環境経済建設委員会の中でも、一番問題にしたのは署名の重さのことなの

です。与論町民の切実なる署名の人数の多さ、そして島外からも非常に心配され

て、たくさんの方々から署名をいただいています。だから、こういう問題というの

は、ただ島の人だけで考えればいいという問題ではなくて、島に住んでおられる以

外の人たちも非常に興味を持たれて、もう一度行ってみたい、あのすばらしい与論

島に行ってみたいというそういう思いで、残すべきところは残すべきなのだと、そ

ういう思いで署名されたと思うのです。だから私が申し上げたいのは、そういう思

いを我々は常に認識して、今回この検討委員会にもしもあなたが入った場合には、

そういう署名された方々の思いに馳せて、全力で何が正しいのか、どうあるべきな

のかということで、与論の未来を語っていただきたいということで質問したわけな

のです。恐らく私が申し上げたことは、ここにおられるすばらしい与論町を背負っ

て立つ各課長、あるいはまたすばらしい責任者の方々ですので、よろしくお願いし

たいと思います。以上です。 

○議長（髙田豊繁君） ５番、喜山康三君。 

○５番（喜山康三君） 一昨年あたりから、与論のいろいろなところの土地が買われて

いるとか、いろいろなうわさがいっぱい入ってきたのですが、今年の４月３日に自

治日報の報道では、先週南海日日でも海外富裕層の誘致に向けて、奄美群島をモデ

ル地区にしたいということが新聞に載っていたと思うのですが、これは４月３日に

自治日報ではもう表明されていて、すでに恐らく去年、一昨年あたりから、そうい

うものが国の方針で策定されていたのではないかと、その一連の中で与論のこうい

うすばらしい景観というのが、ある意味非常に重要視されてきて、そういう動向も

これにあったのではないかなと思っているのですが、今、野口議員からも言われた

ように２,１００人以上の署名もありまして、私も一般質問しましたが、是非地権

者との利益のこの辺も兼ね合う形できちんとやって、調和を取った形で是非進めて

いただきたいと。 

それと２点目がですね、今度町長選があるわけで、選挙関係ということでいわゆ

る期日前投票がありますよね、総務企画課長。それで結局期日前投票があるのだか

ら、投票の打ち切りを当日の５時で打ち切ってもいいのではないかと、そういうと

ころが全国に何カ所か出ているんですよね。職員のいわゆる経費削減、この間も高

齢者の年金削減があったのですが、そういうところからも経費削減の形でこの辺も

御検討していただけたらなと思いますが、以上よろしくお願いします。以上です。 

○議長（髙田豊繁君） 久留副町長。 
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○副町長（久留満博君） 今の喜山議員さんからの選挙の投票の時間については、ただ

いまの議案とはちょっと違うのではないかと思いますので、その辺はまた後日検討

させていただきたいと思います。 

○議長（髙田豊繁君） これで質疑を終わります。 

お諮りします。議案第３９号は、会議規則第３９条第２項の規定によって、委員

会付託を省略したいと思います。 

御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（髙田豊繁君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第３９号については、委員会付託を省略することに決定しまし

た。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（髙田豊繁君） 討論なしと認めます。 

これから、議案第３９号、令和５年度与論町一般会計補正予算（第３号）を採決

します。 

お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（髙田豊繁君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第３９号、令和５年度与論町一般会計補正予算（第３号）は、

原案のとおり可決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第３ 議案第４０号 令和５年度与論クリーンセンター美ら島焼却炉及び機械設

備修繕工事契約の締結について 

○議長（髙田豊繁君） 日程第３、議案第４０号「令和５年度与論クリーンセンター美

ら島焼却炉及び機械設備修繕工事契約の締結について」を議題とします。 

本件について提案理由の説明を求めます。 

町長。 

○町長（山 元宗君） 議案第４０号、令和５年度与論クリーンセンター美ら島焼却炉

及び機械設備修繕工事契約の締結について提案理由を申し上げます。 

令和５年度与論クリーンセンター美ら島焼却炉及び機械設備修繕工事について、

随意契約により契約を約結しようとするものです。 

御審議され、議決していただきますようお願い申し上げ、提案理由の説明といた

します。 
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○議長（髙田豊繁君） 提案理由の説明を終わります。 

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

８番、野口靖夫君。 

○８番（野口靖夫君） 先ほどから産業課長、あなたにもう１点質問させていただきま

す。そして環境課長にも質問させていただきます。なぜ私が質問するかということ

は後ほど申し上げます。私は、この１億１０００万円というお金の契約の話をして

いるのではなくて、基本姿勢をお聞きしたいと思います。まず最初に環境課長、こ

れだけの修繕をしなければならない理由はどう認識しておられるのか、どこに原因

があったと思われるのか、そこら辺のあなたが持っている認識をお聞かせいただき

たいと思います。 

○議長（髙田豊繁君） 大馬環境課長。 

○環境課長（大馬福徳君） お答えいたします。 

建てたのが７年前になりますが、建てた当初から、もう修繕計画というのが１０

年計画で立てられていまして、一番メインになる焼却炉の中の耐火煉瓦とか、あと

灰を出すストーカという設備、あとごみを入れたときの吸塵、押し出す油圧式のポ

ンプですね、もろもろ建てたところが何せすぐ海辺近くなものですから、塩害を含

めたそういうものもありまして、当初の建設段階での補修スケジュールでいきます

と、大体５年目で２億３０００万円ぐらいの補修計画が上がっています。現在、私

の方で把握している補修費は、令和４年度で４９００万円、５分の１ぐらいです

ね。本当は５年目に、今年やる予定だったこの整備修繕工事を２年、その間、

ちょっとうちの同じ課でし尿処理センターという大きな８億円ぐらいの事業があり

まして、とても財政を圧迫させている要因なのですが、それがあったものですか

ら、この２年間ちょっと長引かせて、ちょっとした修繕でごまかしながら今２年持

たせているという段階で、ようやくそのし尿処理センターが竣工しまして、財政と

相談した上で、今回しなければ今度は給食センターのもろもろいろいろな事業が、

もう２年後には控えているということで、今年やらなければもうできないだろうと

いうことで、これをしないとたびたび灰の搬出装置とか、そういうコンベアとかが

切れて、灰出しができずにクレーンのワイヤーが切れたりとか、そういうので２週

間とか１週間その焼却できない状態で炉を止めると、あそこの産業課が管理してい

る堆肥センターの３分の１ぐらい、ごみの山になってしまうのです。ですので、な

るべく焼却炉を止めないように、毎日８トンぐらい焼きながら、壊さないように長

持ちさせながらということでこの２年間引っ張ってきて、今つくっているのがアク

トリーという会社のメーカーでつくっているのですが、これを今実習完了していま

す。会計年度任用職員５人と職員１人で担当しているのですが、やはり専門知識が
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いる施設ですので、その施設管理のプロを今後はお願いしていって、プロが委託管

理で上手に回しながら専門知識を持っている人が、また軽微な修理をやりながらや

ることによって、この１０年間で約２億円ぐらいの修繕費を削減していければなと

いう考えで、今年１億１０００万円を計上した次第です。 

○議長（髙田豊繁君） ８番、野口靖夫君。 

○８番（野口靖夫君） 細かく御説明ありがとうございます。課長、壊れたんだから仕

方がないと思っているような感じの説明、これをコンパクトにそういう感じに聞こ

えるのですよ、そうではないのだが、そういう気持ちで言ってはいないのですが

ね、なぜかといったら、我々はこのごみ焼却施設が一番最初にでき上がったとき

に、環境経済建設委員会でいろいろと揉めました、話をしてきました。いかにすれ

ばこの施設がある程度持続的に、できるだけ１年でも長く運転できるだろうかとい

うことで話をしてきたのです。それで中身はどういうことかといいますと、これは

焼却施設だから温度が上がり過ぎてもよくない、下がり過ぎてもよくない、だから

この温度の調整というものが非常に大変になってくる。そのためには、まず最初に

ごみの分別収集を徹底しなければならないのではないかというのが、まず第１点。

もう１点は、１日でごみの収集分別をするのも大変だろうから、町民の方々に御理

解いただける啓蒙をしていただきたいと、ごみの分別です。そうすれば、例えばビ

ニールとかいうのは、高温で温度が上がります。だからそういうものを除去して、

ある程度燃焼温度を下げられるということとか、そういうことからしてそれを言っ

てきたのがまず第１点。もう１点は、農業用廃ビニールあるいはまた畜産の飼料を

梱包するビニールがありますね、ああいうのをあそこで焼却したら大変だよという

ことで、我々は別途にそういう施設をつくってはどうだろうか、そうしないとこの

クリーンセンターは維持できないぞということで、再三委員長報告でも、また委員

の中からでも議員の中からでも申し上げてまいりました。だから、申し上げたいこ

とは何かといいますと、先ほど一番最初に言いましたね、産業課長ね、あなたは産

業課長になったばかりだから、今一番大事な時期なのです。というのは、そういう

のを考える時期に来ているのです。もう前の課長が悪いということではないです

よ、だけども、あなたは新鮮な気持ちで何が正しいのかというベストな考え方を、

ベターな考え方を判断できるではないかと、冷静に考えていただきたい。そうしな

いと、この１億１０００万円というお金を投じて修繕しても、またすぐ同じことが

起きてきますよ。これは間違いないです。そういうことからして環境課長と産業課

長は、その農業廃ビニールは島外に送ればいいということに今なっていますが、そ

ういう問題で解決できない。やはりどこの市町村でも自治体でも、自分で出したご

みは自分で焼却しないと、自分で処理しないと、それは当然のことなのです。いつ
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か突っ返されますよ。我々与論島の産廃もそうでしょう、だから新しくつくったで

しょう。だからどこの自治体でもどこの市町村でも、よそのごみを受け入れること

はいつまでも続くものではない。そうであるならば、最初から最後までということ

で考えていかないといけないということを、まず頭の中に基本として考えておかな

ければならないのではないかと私は思うのです。どうですか産業課長、どう思いま

すか。 

○議長（髙田豊繁君） 堀田産業課長。 

○産業課長（堀田哲也君） お答えします。 

すみません、私がまだ不勉強なもので廃ビニールについては、ただいま町並びに

ＪＡも負担金を出して、島外に送っています。それについては、その始まった経緯

としてのところはまだ勉強できておりませんが、おっしゃるように、燃やすことで

炉を傷める、ビニールで高温になるということで、結果そういうことに至っている

と思います。今、負担金を計上しているところを例えば１０年スパンで考えたとき

に、建設できる費用というのは捻出できるのではないかという議論も、もちろん廃

ビニール協議会の中でこの間も出ました。ただそのおっしゃるように、ビニールを

燃やすと非常に高温になって炉が傷むということで、今清掃センターの炉が傷んで

いるということを考えた場合に、これからちゃんと試算をしないといけないと思う

のですが、自前で施設をつくってビニールを燃やすことで完結はできると思うので

すが、そこで完結して、そこにランニングがどのくらいかかってくるのか、どのぐ

らいのスパンで、またその炉を替えないといけないのかというところまで見据え

て、ではどのぐらい必要になってくるのかというのを１つ出した上で、この廃ビ

ニールを今島外処理しているところとの費用対効果を検討した上で、進めていく必

要があるかと思っています。ただもちろん建設に向けた検討というのも進めた上

で、どちらかというのは考えていく必要があると思っています。 

○議長（髙田豊繁君） ８番、野口靖夫君。 

○８番（野口靖夫君） なぜ私がこういうことをあえて言うかといいますと、今与論町

から送っている廃ビニール、これを受け入れている町村、これはそこまで名前は言

いませんが、そこでどういう問題が起きているかということをまずわからないとい

けないわけですよね。というのは、それは３町でもって１つの施設を見つけてやっ

ているのですよ、処理をするために。そしてその３町の方で、今度そこがいっぱい

になったら次はどこへ持っていこうかとそれでまた議論して、誰だって自分のとこ

ろは嫌だと、だけどうちのごみは処分してほしいというこういう考え方になるので

す。だから、先ほどから申し上げているのはそうなのです。だから、近いうちに断

られますよ、もうそういう情報が入っていますよ。だからこそ、今のうちに考えな
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ければならないのではないですかということが、まず第１点。先ほど農業用廃ビ

ニールとその飼料を巻くビニール、これを出しましたが、あれはね、普通の袋の中

に入れてやった場合では、中に入っているかどうかわからないのです。それをその

まま焼却炉の中に入れて、燃やす可能性があるのです。現実的に私も見たことがあ

るのです。だから、皆さんはそれを取り出して必ず島外に送っているんだというこ

とで答弁されるかもしれませんが、そうではないのですよ。中にはそういうのもあ

るのです。それと肥やしを入れたビニール袋があるでしょう、さとうきびに肥やし

を入れた後のビニール、あれもそうですよ、あれも普通のごみに丸めてから押し込

んだら、我が与論町民はそういう悪いことはしないと私も信じたいのですが、そう

いう現象が起きるからこそ、炉の中の温度が上昇して非常に機能不全になって故障

が起きるんだということを申し上げたいのです。そこをわからなくてはこういう問

題は解決しない、他人事では駄目なのです。だから先ほどから申し上げたように、

他人事でものを解決しようと思ったら大間違いですよ。自分の我が町のこれだけ１

億１０００万円ですよ、あれをつくるときには何十億円近くですよ。そういうもの

を簡単に我々は、できるだけ１年でも長く使っていくことが大事ではないですか。

そう思うときに、私は本当にみんなで考えるべき時期が来ているのではないかなと

いうことです。だから、本日のこの契約に関して何だかんだ申し上げるつもりはあ

りません。壊れたものは修繕しないと使えません、それぐらいわかっています。で

は大馬課長。 

○議長（髙田豊繁君） 大馬環境課長。 

○環境課長（大馬福徳君） 今の廃プラ関係の部分も含めて、ちょっとお答えさせてい

ただきたいと思います。先日廃プラの処理の会議に出まして、現在３３トンか３４

トンぐらい出していたと思うのですが、年間４００万円ぐらい、そして農家自己負

担はキロ８０円、トンに直すと８万円です。町全体としてはその３０トン余りを４

００万円余りで処理をしていますので、トン当たり１３万円かかっています。その

うち町が６０万円、農協が６０万円、年間１２０万円の補てんをして農家負担がキ

ロ８０円、トンに直すと８万円です。現在与論のクリーンセンターのざっくりです

が、ごみの１,８００トンいかないぐらい燃やしているのですが、ざっくり２,００

０トンと計算しまして、トン当たり３万円、これで６０００万円が大体の年間のコ

ストです。現在、修繕とか計上していますので２億円近くになっていますが、通常

は６０００万円から７０００万円、これが燃やすための人件費、燃料費、電気代。

ただ、昨今電気がひと月１２０万円だったのが、百五、六十万円とか多いときでひ

と月１８０万円ですね、そのぐらいちょっと高騰しているので、すごく財政を圧迫

しているのですが、先ほど野口議員の方から言われました廃プラそして材木、これ
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が炉を傷める原因になっています。法律では８００度から１０００度ぐらいで焼け

ば、ダイオキシンの抑制になるということで、温度を８００度以上で焼きなさいと

法で定められていますので、私どもの方は８５０度から１０００度の間、これで焼

くように心がけています。ただ、年間漂着ごみ、うきとかそういった廃プラが５０

トンで木材等を含めますと、やはり１００トンぐらいあります。今いろいろ家をつ

くったりして廃材が出ますが、家１軒３０坪あたりぐらいを解体したときに、大体

１０トンぐらい木材が出ます。税務課で調べますと、平均で年１０軒ぐらい新築の

届出があるということなので、１０トン×１０軒で１００トンで、それに産業課で

やっている廃プラの方が３０トン、うちが漂着ごみ、海洋プラの５０トン、そう

いったものを含めまして大体２００トンですね。２００トンをうちのクリーンセン

ターのランニングコスト、トン３万円で掛けると６００万円ですね。これがその廃

プラを含めて木材関係、建築関係の資材が年に２００トン出るとして６００万円。

現在、町と農協で１年に１２０万円出しています、２０年かけますと２４００万円

です。プラスチック、産業廃棄物用のプラスチックを１日１トンぐらい焼けるごみ

焼却炉が大体２０００万円ぐらいです。私がちょっとメーカーに問い合わせて、見

積もりを取りましたら２０００万円弱でした。若干ちょっとまた高騰しているかも

しれません。２４年間補助をずっと出し続けるのか、２０００万円出してそれを買

うか、そしてランニングコストを考えると、今の農家負担はトン８万円です。それ

がトン３万円の経費になるということは、農家負担は８万円から３万円に減りま

す。町の負担は１回きりです。そういうふうに、この間の会議のときに提案させて

いただいたのは、ただ与論町は一般廃棄物の資格、免許は持っていますが、産業廃

棄物の免許は一般企業の方に県知事免許が下りることになっています。なので、も

し与論町がその焼却施設を買うというよりは補助金を立てまして、運営管理会社、

例えば農協さんとか県ユウレンが、組合とかそういう産業廃棄物の団体をつくっ

て、その管理委託を受けるという形を取れば、そこに対しての施設整備の補助金と

いうのは出せる可能性は出てくると思います。だからこういったものを奄振の事業

なり、大島支庁の方にも地域振興の予算が１億円ぐらいあったと思いますが、そう

いうのを産業振興の方と環境の方と、もろもろ懇親会なり懇談会で意見交換会をし

ていって、県議会の皆様にもお願いをしながら、そういう離島におけるごみ処理の

課題と問題点ということで、今後またいろいろ事業をみんなで考えていければなと

考えています。 

○議長（髙田豊繁君） ８番、野口靖夫君。 

○８番（野口靖夫君） 総務企画課長、あなたが日々頭を悩ませているのはわかりま

す。大変ですね確かに、大変だと思う。空港はつくらないといけない、港はつくら
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ないといけない、給食センターはつくらないといけない、全てもう金、金ですから

ね、それはもうあなたの苦労はわかります。だからこそ、我々は財政に非常に厳し

いこの本町においては、やはり知恵を出し合って、いかにすればその少ない財源で

持続可能な与論町をつくっていくかということを考えなければならないと思うので

すよ。先ほどから申し上げるのはそこなのです。だから今大馬課長から説明があり

ましたが、お互いにこれからまた委員会の方で、２人だけで話をするわけにはいき

ませんから、委員会に産業課長も所管ですから、環境課長もお許ししますから一緒

に考えて、前向きに今の問題を考えていきたいと思いますので、ひとつ総務企画課

長のバックアップをよろしくお願いして、答弁は要りませんのでお願いしますね。

終わります。 

○議長（髙田豊繁君） ５番、喜山康三君。 

○５番（喜山康三君） ここの修繕工事の内容について、炉内耐火物補修とかいろいろ

あるのですが、これが 1 億１０００万円と。簡単な話が１億１０００万円という金

額をこれだけを補修するというものを、環境課の方でなぜこれだけかかるかという

チェック能力はないでしょうね、ここまで詳細にするとなったら。それで、この焼

却炉が稼働を始めてから３年目ぐらいに、そこで働いている島外の方とちょっと話

す機会があったのですが、そのときの話が、「こういう塩害が強いところで、何で

こういう素材を使うのかね。」と言われたのですよ。要するに、設備を修理するに

しても、少し耐久性のあるものを使うのか、あるいはそれはもう鉄で済ませてしま

えという形になるのか、その辺のチェック能力は全くないわけですよ、もう業者の

やりたいままという感じで。こんなことをしていたら、いくらでも修理費が上がる

のではないかと、この点をどういう形で解決できるのかなと。それから修理とか運

転の１０年計画とかいろいろされているということなのですが、是非この資料を後

で議会に提出はお願いできないですか。もう稼働して２、３年ぐらいからずっと修

理が入っているのですよね、こまごまと。この辺の合計とかね、今までどういうお

金がかかったか、その辺も是非後で資料をお願いします。答弁は簡単で結構です。 

○議長（髙田豊繁君） 大馬環境課長。 

○環境課長（大馬福徳君） お答えいたします。 

平成２９年度にできまして、１年目、２年目、３年目までで計画では４億３００

０万円ぐらいですが、実際は４９００万円ほどかかっています。５年までのを計算

しますと２億３１６８万１０００円の計画に対して、令和４年度までの実績は４９

００万円の修理代になっています。今、御指摘のあった材料とか機材、施工方法等

に関しましては、できる範囲でこちらの方からちょっと指示をしまして、給油管の

配管、鉄の塗装、ペンキ塗りだけの施工だったものをちょっと穴が開きましたの
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で、施工時にその露出の保護シールを全部巻かせるようにしました。そのような感

じで塩害をちょっと防げるところは防げるような施工に、去年からちょっと施工方

法を変えてさせるようにしています。 

○議長（髙田豊繁君） これで質疑を終わります。 

お諮りします。議案第４０号は、会議規則第３９条第２項の規定によって、委員

会付託を省略したいと思います。 

御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（髙田豊繁君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第４０号については、委員会付託を省略することに決定しまし

た。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（髙田豊繁君） 討論なしと認めます。 

これから、議案第４０号、令和５年度与論クリーンセンター美ら島焼却炉及び機

械設備修繕工事契約の締結についてを採決します。 

お諮りします。本件は、可決することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（髙田豊繁君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第４０号、令和５年度与論クリーンセンター美ら島焼却炉及び

機械設備修繕工事契約の締結については、可決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第４ 陳情第５号 与論島国立公園の開発に反対する陳情書について（環境経済

建設常任委員長報告） 

○議長（髙田豊繁君） 日程第４、陳情第５号「与論島国立公園の開発に反対する陳情

書について」を議題とします。 

環境経済建設常任委員長の報告を求めます 

８番、野口靖夫君。 

○８番（野口靖夫君） ただいま議題となり、当委員会に付託されました、「陳情第５

号、与論島国立公園の開発に反対する陳情書」の審査の経過と結果について御報告

申し上げます。 

当委員会は、第１回目に６月１２日月曜日午後３時１５分から全委員出席のもと

開催し、２回目に６月１４日水曜日午前１０時から全委員出席、執行部から大馬環

境課長に参与を求め、委員会室において審査いたしました。 
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本陳情は、国立公園区域内における自然環境保全に関することであり、次世代へ

向けた循環型社会の実現による、調和を持った島づくりにつながることを願っての

ことです。 

審査に当たって、次のような意見がありました。景観マスタープラン策定の必要

性、自然環境の維持と保全、大規模施設の開発と抑制、景観づくり啓発活動の推

進、国立公園（海岸）周辺地域の開発と保全等についてです。 

与論町における景観まちづくりビジョンの策定とそれに即したマスタープランを

策定し、その中で自然公園内地区と景観重点地区（海岸周辺地域、昔ながらの景観

保護地域）及び、一般景観保護地区（集落住宅地域、農業振興地域）と商工水産業

振興地区（商店街活性化推進地域）とに分け、建築工作物の高さや規模・色・デザ

イン・植栽等、自然環境の保全と景観との調和に配慮した適切なルールづくりが必

要だと、多数の委員からの意見がありました。 

また、国立公園地域内の船倉地区の開発は、自然の保全や生物保全に多大な影響

を与えることが予想される。町民多数の賛同署名の重みをしっかり受け止める必要

がある。与論島に来た人がまた来たくなる島づくり、観光と人が両立できる島に

なってほしいとの意見でありました。 

採決の結果、賛成多数により採択すべきものと決定いたしました。 

以上で、当委員会に付託されました陳情の審査の経過と結果についての御報告を

終わります。 

○議長（髙田豊繁君） 環境経済建設常任委員長の報告を終わります。 

環境経済建設常任委員長に対する質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（髙田豊繁君） 質疑なしと認めます。これで、環境経済建設常任委員長に対す

る質疑を終わります。 

これから、陳情第５号、与論島国立公園の開発に反対する陳情書について討論を

行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（髙田豊繁君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから、陳情第５号、与論島国立公園の開発に反対する陳情書についてを採決

します。 

この陳情に対する委員長報告は、「採択」です。 

お諮りします。この陳情は、委員長の報告のとおり決定することに御異議ありま

せんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 
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○議長（髙田豊繁君） 異議なしと認めます。 

したがって、陳情第５号、与論島国立公園の開発に反対する陳情書については、

採択することに決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第５ 陳情第６号 義務教育費国庫負担率の引き上げをはかるための、２０２４

年度政府予算に係る意見書採択の陳情について（総務厚生文

教常任委員長報告） 

○議長（髙田豊繁君） 日程第５、陳情第６号「義務教育費国庫負担率の引き上げをは

かるための、２０２４年度政府予算に係る意見書採択の陳情について」を議題とし

ます。 

総務厚生文教常任委員長の報告を求めます。 

４番、林隆壽君。 

○４番（林 隆壽君） ただいま議題となり、当委員会に付託されました、「陳情第６

号、義務教育費国庫負担率の引き上げをはかるための、２０２４年度政府予算に係

る意見書採択の陳情について」の審査の経過と結果を御報告いたします。 

当委員会は、６月１２日月曜日午後３時から全委員出席のもと、役場庁舎２階会

議室で審査いたしました。 

本陳情は、義務教育費国庫負担率の引き上げをはかるための、２０２４年度政府

予算に係る意見書採択を求める陳情です。 

改正義務標準法が成立し、小学校の学級編制標準が学年進行により段階的に３５

人に引き下げられ、今後、小学校だけに留まるのではなく、中学校・高等学校での

３５人学級の早期実施が必要であり、さらに、萩生田前文科省大臣も、改正義務基

準法に関わる国会答弁の中で、３０人学級や中・高における少数学級の必要性につ

いても言及しています。 

学校現場では、貧困・いじめ・不登校など解決すべき課題が山積みしており、子

供たちの豊かな学びを保障するための教材研究や授業準備の時間を十分に確保する

ことが困難な状況となっている。 

一方、厳しい財政状況の中、独自財源による人的措置等を行っている自治体もあ

ることから、自治体間の教育格差が生じることは問題であり、教育の機会均等と水

準の維持向上をはかるため、地方財政を確保した上で義務教育費国庫負担率を引き

上げることは必要であり、その旨を国に対し意見書を提出することとして、全会一

致で本件を採択すべきものと決定いたしました。 

以上で、当委員会に付託された陳情の審査の経過と結果について報告を終わりま

す。 
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○議長（髙田豊繁君） 総務厚生文教常任委員長の報告を終わります。 

総務厚生文教常任委員長に対する質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（髙田豊繁君） 質疑なしと認めます。これで、総務厚生文教常任委員長に対す

る質疑を終わります。 

これから、陳情第６号、義務教育費国庫負担率の引き上げをはかるための、２０

２４年度政府予算に係る意見書採択の陳情について討論を行います。討論はありま

せんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（髙田豊繁君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから、陳情第６号、義務教育費国庫負担率の引き上げをはかるための、２０

２４年度政府予算に係る意見書採択の陳情についてを採決します。 

この陳情に対する委員長報告は、「採択」です。 

お諮りします。この陳情は、委員長の報告のとおり決定することに御異議ありま

せんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（髙田豊繁君） 異議なしと認めます。 

したがって、陳情第６号、義務教育費国庫負担率の引き上げをはかるための、２

０２４年度政府予算に係る意見書採択の陳情については、採択することに決定しま

した。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第６ 発議第１号 義務教育費国庫負担率の引き上げをはかるための、２０２４

年度政府予算に係る意見書の提出について（林隆壽議員ほか

２人提出） 

○議長（髙田豊繁君） 日程第６、発議第１号「義務教育費国庫負担率の引き上げをは

かるための、２０２４年度政府予算に係る意見書の提出について」を議題とします。 

本案についての趣旨説明を求めます。 

４番、林隆壽君。 

○４番（林 隆壽君） 発議第１号。提出者、林隆壽。賛成者、野口靖夫、賛成者、大

田英勝。 

義務教育費国庫負担率の引き上げをはかるための、２０２４年度政府予算に係る

意見書。上記の議案を、別紙のとおり与論町議会会議規則第１４条の規定により提

出いたします。 

提案理由。 
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改正義務標準法が成立し、小学校の学級編制標準が学年進行により段階的に３５

人に引き下げられ、今後、小学校だけに留まるのではなく、中学校・高等学校での

３５人学級の早期実施が必要であり、さらに、きめ細やかな教育をするためには、

３０人学級の実現が不可欠です。厳しい財政状況の中、独自財源により人的措置等

を行っている自治体もあることから、自治体間の教育格差が生じることは問題であ

り、教育の機会均等と水準の維持向上をはかるため、地方財政を確保した上で義務

教育費国庫負担率を引き上げることは必要であると考えます。よって、国会及び政

府におかれましては、子供たちが全国のどこに住んでいても一定水準の教育が受け

られることが憲法上の要請です。豊かな子供の学びを保障するための条件整備は不

可欠です。こうした観点から２０２４年度政府予算編成において、下記事項が実現

されるよう意見書を提出いたします。 

記。 

１、教育の機会均等と水準の維持向上をはかるため、地方財政を確保した上で義

務教育費国庫負担制度の負担割合を引き上げること。 

以上、発議いたします。 

○議長（髙田豊繁君） これで趣旨説明を終わります。 

これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（髙田豊繁君） 質疑なしと認めます。 

お諮りします。発議第１号は、会議規則第３９条第２項の規定によって、委員会

付託を省略したいと思います。 

御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（髙田豊繁君） 異議なしと認めます。 

したがって、発議第１号については、委員会付託を省略することに決定しまし

た。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（髙田豊繁君） 討論なしと認めます。 

これから、発議第１号、義務教育費国庫負担率の引き上げをはかるための、２０

２４年度政府予算に係る意見書の提出についてを採決します。 

お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（髙田豊繁君） 異議なしと認めます。 
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したがって、発議第１号、義務教育費国庫負担率の引き上げをはかるための、２

０２４年度政府予算に係る意見書の提出については、原案のとおり可決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第７ 所管事務調査報告（総務厚生文教常任委員長） 

○議長（髙田豊繁君） 日程第７、所管事務調査報告を議題とします。 

総務厚生文教常任委員会の調査の経過と結果について報告したいとの申出があり

ます。 

お諮りします。本件は、申出のとおり報告を受けることにしたいと思いますが、

御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（髙田豊繁君） 異議なしと認めます。 

したがって、総務厚生文教常任委員会の調査の経過と結果について報告を受ける

ことに決定いたしました。 

総務厚生文教常任委員長の発言を許します。 

４番、林隆壽君。 

○４番（林 隆壽君） 所管事務調査報告。総務厚生文教常任委員会。 

総務厚生文教常任委員会の所管事務調査について御報告を申し上げます。 

近年、全国的に少子高齢化や核家族化、高齢者世帯の増加、価値観の多様化、生

活不安の増大、犯罪や事件の深刻化などを背景に、地域社会のつながりや地域に対

する関心の希薄化が問題になっています。これらに関連して、孤独死、虐待、認知

症高齢者の行方不明、障がい者の地域移行、見守りが必要な人が増加するなど、地

域の福祉課題が徐々に拡大していく社会的状況にあります。 

本町では、少子高齢化等による人手不足・人材不足による経済活動の衰退が懸念

される中、全国でデジタル推進、ＤＸの取り組みがなされている昨今、肝付町にお

いては、いち早くデジタル推進及びＤＸの推進に取り組み、各課から選定した職員

をデジタル課に併任し、職員を招集し、会議を定期的に開催し、進捗状況や課題の

把握などの具体的な取り組みを行っています。 

与論町議会においては、ペーパーレス化に取り組み、コストダウンと脱炭素化へ

のサポートの取り組みを推進し、また、人手不足による与論町役場職員の日常業務

の遂行にも困難を来し、長時間労働やもろもろの心的負担を強いられる状況を改

善、働き方改革推進の一助となることを目的とし、５月１６日に鹿児島市で開催さ

れた市町村議会議員研修会開催の機会を捉え、総務厚生文教常任委員会メンバー５

人、議会事務局長、行政より町本総務企画課長、町聡志課長補佐、光翔史係長の３

人、総勢９人にて、鹿児島県肝付町において、デジタル推進及びＤＸの推進の取り
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組みについて下記のとおり所管事務調査を実施いたしました。 

５月１７日、ジャンボタクシーにて８時に宿泊ホテルを出発、桜島フェリーを利

用し、１０時１０分頃に肝付町役場に到着、１０時３０分から１２時まで、肝付町

役場会議室にて研修を行いました。永野和行町長より、来町歓迎の御挨拶をいただ

きました。その後、小森勝洋デジタル推進課長より概略の説明をいただき、中窪悟

デジタル推進課長補佐より具体的な説明、研修を受けました。 

１、肝付町の概要 

平成１７年７月に旧高山町と旧内之浦町が合併、鹿児島県本土の南東部、大

隅半島の東部にあたり、肝属郡に属し、ロケット打ち上げ施設（内之浦宇宙空

間観測所）があることで有名です。現状は、人口１万４１０９人で、高齢化率

が４２.９％、面積が３０８平方キロメートルで、人口密度平方キロメートル

当たり４３.５人の町であり、役場職員が２０５人（内、デジタル推進課４

人）。さつまいも等の土地利用型農業や畜産、漁業等の第一次産業が基幹産業

です。 

２、ＤＸ推進体制について 

デジタル推進体制として、令和３年１０月 1 日に行政組織規則でデジタル推

進担当の設置の規定を定め、次のような規定内容となっています。 

第５条の２、課にそれぞれデジタル推進担当及び広報担当を置く。 

２、デジタル推進担当は、デジタル推進課長の命を受け、課の事務のうちデ

ジタル化に関する事項について、課内調整及び進捗管理並びに他の課との連携

及び調整に関する事務を処理すると規定している。 

また、係長、主幹級（４０歳代）の職員１７人で構成し、部門横断的に人員

を配置、定期的な会議を通じてそれぞれのデジタル化の状況を共有するとあり

ますが、人事異動や不得手の人もいる、忙しい業務もある、課に戻ると課内の

意識を揃えることすら難しいのが実情であるとのことであり、たまに集まって

デジタル化について話す程度では取り組みは進まない。まずはみんなできるこ

とをやる、のかけ声で取り組んでいました。 

３、自治体のＤＸの重点取り組み事項 

（１）自治体情報システムの標準化・共通化 

（２）マイナンバーカードの普及促進 

（３）自治体の行政手続のオンライン化 

（４）自治体のＡＩ・ＲＰＡ（ロボテックプロセスオートメーション）の利用

促進 

（ＲＰＡとは、事務系の定型作業を自動化・代行するツールのこと） 
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（５）テレワークの推進 

（６）セキュリティ対策の徹底 

まずは、ＤＸというレベルではない仕事での環境を変えて、職員の能力を最

大化に実現することを当面の課題として推進されておりました。 

４、ＤＸ推進基盤の整備 

テレワークの推進として、独自の情報セキュリティモデルの検証環境を利用

してデジタル人材の育成研修を実施している。 

これまでの報告については、肝付町の自治体行政の取り組みについての報告

でありましたが、与論町としては、今後全体的に専門的な知識等のスキルアッ

プや根気強い対応等が要求されると予想されます。したがって、与論町の行政

サイドのＤＸ取り組みに対する本気度が要求されると考えます。今後の対応に

ついて、庁舎内外においての人手不足や働き方改革の促進等、そして最大の目

的である、町民への利便性を追求したきめ細やかな行政サービスの提供、財政

負担軽減等を具現化するための活動に御期待申し上げます。 

さて、与論町議会の所管事務調査の目的である、肝付町議会においてのＤＸへの

取り組みについて御報告いたします。 

肝付町議会における情報通信端末（ＰＣ）導入の取り組み。 

１、情報通信端末（ＰＣ）導入の経緯 

（１）令和３年６月定例会にて「情報通信機器導入等に関する調査特別委員

会」を設置 

（２）令和３年６月１５日の特別委員会で、「情報通信機器を導入する方向」

であることを確認 

以後、導入に向けて、タブレットを使ったデモンストレーションや先進地

（曽於市）への行政視察をリモート利用で実施を行っています。 

令和３年１２月定例会へ特別委員会報告書を提出。 

①令和４年度当初予算に導入経費を計上すること 

②導入の決定、導入時期の決定がなされたので、特別委員会を閉じること 

を報告されています。その後、令和４年４月に町議会議員改選に伴う選挙を

行い、新メンバーで改めて導入の確認を行い、令和５年３月に議員へ情報通信

端末（ＰＣ）を貸与されています。 

２、情報通信端末（ＰＣ）について 

先進地行政視察を実施した時点では、導入する端末を「タブレット」と考え

ていたが、令和４年１０月に肝付町がグーグルのクロームブック（タブレット

とパソコン併用した機種）を導入したため、議会においても同様の端末がよい
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のではないかとの議論があり、結果、クロームブックを導入することとなり、

端末については、ノートパソコン（タッチパネル使用可・Ｗｉ－Ｆｉ＋セル

ラーモデル）となった。また、文書共有システムについては、「グーグルワー

クスペース」を使用しており、文書共有のほか、スケジュール管理や会議等の

開催通知送信などを行っているとのことです。 

３、導入に当たり整備した規則等について 

情報通信端末（ＰＣ）を導入するに当たり、次の規則等を整備されていま

す。 

（１）議会会議規則の一部改正（オンラインによる方法を活用した会議、議場

における情報機器の使用） 

（２）議会オンラインによる方法を活用した会議に規程 

（３）議員全員協議会規程の一部改正（開会方法の特例） 

（４）議会における情報通信機器使用の取り決め 

４、導入後の課題等 

導入後２カ月しか経過しておらず、本会議での端末（ＰＣ）使用は、実施し

ておらず、本会議については、しばらくの間は紙資料との併用で進める。委員

会等については端末（ＰＣ）のみでの実施をしており、紙との併用での実施と

なっています。 

今後は、本会議、委員会等とも完全ペーパーレス化に向けて、繰り返し研修

等を実施していく予定とのことです。肝付町議会としての課題は、議員の取り

組む姿勢に大きな差があることであり、取り組みの悪い議員を「よい議員」に

するための活動が一番の課題であるとのことでありました。 

考察。 

今、多くの民間企業が始めている人手不足対策・解消法について、 

１、テクノロジー活用による業務プロセス改善 

２、外部委託によるアウトソーシング 

３、人材育成への投資 

４、労働条件の改善 

５、職場環境の改善 

６、女性やシニア積極採用 

７、障害者の積極採用 

８、外国人の積極的採用 

などの対策が促進されています。 

今後の与論町議会のペーパーレス化推進については、時代の変革に対応するため
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の取り組みを本格化していく時期が到来していると感じます。議会ができるデジタ

ル化、ＤＸの取り組みでつくる、ペーパーレス化による経費の削減や脱炭素化への

ＳＤＧｓ対応の一助となるような取り組みの強化が必要であると痛感いたします。

議会が率先してＤＸの取り組みを促進することにより、与論町が直面している課題

の解決への一歩となるよう取り組む必要が急務であると考察いたします。 

５月１８日の与論行き航空便が与論島上空の天候不良のため欠航となり、１９日

の航空便にて帰島することとなりました。 

なお、これまでに鹿児島の調査を実施する際に、各方面より御指導、御協力、御

助言をいただき、無事に所管事務調査を終了しましたことに対し、各方面の関係者

へ心より感謝を申し上げ、以上で所管事務調査報告を終わります。 

○議長（髙田豊繁君） 総務厚生文教常任委員長の発言を終わります。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第８ 閉会中の継続審査・調査について 

○議長（髙田豊繁君） 日程第８、閉会中の継続審査・調査についてを議題とします。 

総務厚生文教常任委員会・環境経済建設常任委員会・広報常任委員会、議会運営

委員会、港湾・空港整備促進特別委員会・共同納骨堂建設促進特別委員会の各委員

長から、お手元に配りました申出書のとおり、閉会中の継続審査・調査の申出があ

ります。 

お諮りします。各委員長から申出のとおり、閉会中の継続審査・調査とすること

に御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（髙田豊繁君） 異議なしと認めます。 

したがって、各委員長から申出のとおり、閉会中の継続審査・調査とすることに

決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（髙田豊繁君） 先ほど、私、髙田豊繁は議員の辞職願を副議長に提出いたしま

した。 

お諮りします。副議長において議事を進めていただく、髙田豊繁君の議員辞職に

ついてを日程に追加し、日程第９として議題とすることに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（髙田豊繁君） 異議なしと認めます。 

髙田豊繁君の議員辞職についてを日程に追加し、日程第９として議題とすること

決定しました。 

暫時休憩します。 
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－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午後４時４２分 

再開 午後４時４５分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○副議長（沖野一雄君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第９ 髙田豊繁君の議員の辞職について 

○副議長（沖野一雄君） 日程第９、髙田豊繁君の議員の辞職についてを議題とします。 

本件は、会議規則第９８条の２項を準用する第９９条第２項の規定により、討論

を用いないで会議に諮ることになっています。 

お諮りします。髙田豊繁君の議員の辞職を許可することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○副議長（沖野一雄君） 異議なしと認めます。 

髙田豊繁君の議員の辞職を許可することに決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○副議長（沖野一雄君） これで、本日の日程は、全部終了いたしました。 

会議を閉じます。 

令和５年第２回与論町議会定例会を閉会します。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

閉会 午後４時４６分 
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地方自治法第１２３条第２項の規定により、ここに署名する。 
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